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地方独立行政法人京都市立病院機構の概要 

 

 

１ 現況（平成２７年４月１日現在） 

 

 ⑴ 法人名 

   地方独立行政法人京都市立病院機構 

 

 ⑵ 主たる事務所 

   京都市中京区壬生東高田町１番地の２ 

 

 ⑶ 法人成立の年月日 

   平成２３年４月１日 

 

 ⑷ 役員の状況                  

役職名 氏名 備考 

理事長 森本 泰介 京都市立病院 院長 

理事 

森 一樹 京都市立病院 副院長 

黒田 啓史 京都市立病院 副院長 

桑原 安江 京都市立病院 副院長 

大森 憲 経営企画局長 

位髙 光司 

株式会社ＫＩ経営研究所代表取締役，日新電機株式会

社元会長，公益社団法人京都労働基準協会顧問，（社）

京都府社会福祉協議会会長 

山本 壯太 
元ＮＨＫ京都放送局長 

古典の日推進委員会ジェネラルプロデューサー 

能見 伸八郎 
独立行政法人地域医療機能推進機構 

京都鞍馬口医療センター院長 

木村 晴恵 
社会福祉法人洛東園顧問 

公益社団法人日本介護福祉士会理事 

監事 

長谷川 佐喜男 公認会計士 

中島 俊則 弁護士 

    

 

 

⑸ 法人が設置及び管理を行う病院等 

  ア 病院 

病院名 所在地 病床数 

京都市立病院 京都市中京区壬生東高田町１番地の２ 

一般病床：５２８床 

結核病床：  １２床 

感染症病床：  ８床 

京都市立京北病院 京都市右京区京北下中町鳥谷３番地 一般病床：  ３８床 

   

イ 診療所 

診療所名 所在地 

京都市黒田診療所 京都市右京区京北宮町宮野８０番地の１ 

京都市山国診療所 京都市右京区京北塔町宮ノ前３２番地 

京都市細野診療所 京都市右京区京北細野町東ノ垣内１０番地の２ 

京都市宇津診療所 京都市右京区京北中地町蛸谷口９０番地 

   

ウ 介護老人保健施設    

施設名 所在地 規模 

京都市京北介護老人保健施設 京都市右京区京北下中町鳥谷３番地  ２９床 

 

⑹ 職員数 

区分 職員数 

経営企画局 １４人 

京都市立病院 ８４２人 

京都市立京北病院 ４９人 

合計 ９０５人 

   注１ 休職者を含まない。 

   注２ 非常勤嘱託員及び有期雇用職員（専攻医及び研修医を除く。）並びに臨時的任用職員及びアルバイトを含

まない。 

   注３ 京都市への人事交流職員を含む。 

   注４ 職員を兼ねる役員を含む。 

   注５ 京都市からの派遣職員（再任用職員を含む。）を含む。 

   注６ 再雇用職員を含む。 
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２ 基本的な目標等 

  地方独立行政法人京都市立病院機構は，感染症に係る医療，災害時における医療等公共上の見地から必要な医療

であって，民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの及び高度の専門的知識及び技術

に基づく医療の提供，地域医療の支援等を行うことにより，市民の健康の保持に寄与すべく，京都市長から指示さ

れた中期目標を達成する。 

 

３ 理念・憲章（平成２６年４月１日施行） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市立病院機構理念 

京都市立病院機構は 

 ○ 市民のいのちと健康を守ります 

 ○ 患者中心の最適な医療を提供します 

 ○ 地域と一体となって健康長寿のまちづくりに貢献します 

 

京都市立病院憲章 

１ 質の高い安全な医療を提供するとともに，地域の医療水準の向上に貢献します。 

２ 患者の権利と尊厳を尊重し，心のこもった医療を提供します。 

３ 救急や災害時における地域に必要な医療を提供するとともに，地域住民の健康の維持・増進 

に貢献します。 

４ 病院運営に参画する事業者等とのパートナーシップを強め，健全な病院経営に努めます。 

５ 職員の育成に努め，職員が自信と誇りを持ち，全力で医療に従事できる職場環境を作ります。 

. 

京都市立京北病院憲章 

京都市立京北病院は，地域住民が，住み慣れた地域の中で，安心して生活できるよう， 

１ 良質で安全，最適な医療・介護サービスを提供します。 

２ 患者，利用者の権利と尊厳を大切にします。 

３ 入院・在宅を通して，希望に沿った療養環境を支援します。 

４ 健全な経営感覚を持って病院・施設を運営します。 

５ 職員が自信と誇りを持つことができる職場づくりを目指します。 
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全体的な状況 

法人運営法人運営法人運営法人運営のののの総括総括総括総括とととと課題等課題等課題等課題等    

１１１１    総括総括総括総括    

  平成２７年度は，第２期中期計画の初年度に当たり，第２期中期計画の達成に向けて確かな一歩となるよう，第

１期中期計画期間に整備した組織基盤と医療機能を発展継承するとともに，京都市立病院（以下「市立病院」とい

う。）と京都市立京北病院（以下「京北病院」という。）の一体的運営を進め，病床機能の分化・連携を見据えた一

層の機能強化を図り，自立性・迅速性・効率性を発揮した病院運営を行うことで，経常黒字の達成を目指した。 

  とりわけ，総合情報システムの更新により市立病院と京北病院の情報ネットワークの一体化，両病院を結ぶ患者

送迎便の運行開始等，法人の一体運営の取組を精力的に進めた。 

  市立病院では，手術支援ロボットを用いた腹腔鏡下胃切除術の先進医療認定（全国で４番目），地域訪問活動の取

組等による紹介率の向上や長期休暇期間の一部開院（外来化学療法，放射線治療等）による治療の継続性の確保等，

一層の医療機能を発揮し，患者ニーズに応える取組を進めた。 

また，市立病院開院５０周年事業として，ＪＲ丹波口，阪急西院駅と結ぶ患者送迎巡回バスの運行開始や，病院

イメージキャラクターの制作等を行った。 

  京北病院では，在宅療養支援病院の施設認定を取得するとともに，常勤医師の体制を５名に充実，市立病院の応

援を得て皮膚科を開設する等，医療機能を強化した。 

  収益については，市立病院について過去最高の医業収益（年間１４５．４億円，月間１３．２億円（３月）），京

北病院では過去最高の医業・介護収益（７億円）を達成した。一方で，支出面においては，マイナス金利政策の影

響による退職給付引当金の増加，共済年金制度改正に伴う給与費の増加等により，経常収支では赤字となった（市

立病院６．２億円，京北病院７７百万円）。 

 

２２２２    大項目大項目大項目大項目ごとのごとのごとのごとの取組取組取組取組    

        年度計画に掲げる大項目ごとの主な取組は以下のとおりである。 

＜＜＜＜第第第第２２２２    市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして提供提供提供提供するサービスにするサービスにするサービスにするサービスに関関関関するするするする事項事項事項事項＞＞＞＞    

（（（（市立病院市立病院市立病院市立病院がががが提供提供提供提供するサービスするサービスするサービスするサービス））））    

 ○ 感染症医療の分野では，第二種感染症指定医療機関として，多職種連携の下適切な診療を行い，必要な医療体

制を整備するとともに，院内外における感染対策の取組を進めた。 

 ○ 大規模災害・事故対策の分野では，関係機関との連携の下，大規模災害を想定した訓練を実施したほか，院外

の訓練や研修に参加し，ＤＭＡＴ体制の充実を図るとともに，ヘリポート及び救急・災害医療支援センターの活

用に向けて取組を進めた。 

 ○ 救急医療分野では，救急患者受入体制を確保し，約 6,000 件の救急搬送に対応したほか，京都市急病診療所の

後送病院としての役割を積極的に担った。  

     

 

 

 

 

 

○ 周産期医療の分野では，医療にかかわる人材育成に努めるとともに，新生児医療を推進した。 

○ 地域医療支援病院として，医療機関訪問や地域医療フォーラム開催，幹部医師の医師会入会等による前方連携

や病病連携等の推進，逆紹介の取組等により，地域医療機関との適切な役割分担に取り組んだ。  

○ がん診療連携拠点病院として，健診センターにおけるがんの早期発見，ＰＥＴ－ＣＴ等の高度医療機器による

迅速な診断，手術・化学療法・放射線治療や造血細胞移植等による高度専門医療，更には緩和ケア病床の活用等，

予防・発見からターミナル期までの高度な医療提供に取り組んだ。また，手術支援ロボット「ダヴィンチ」を用

いた腹腔鏡下胃切除術が先進医療に認定された（全国で４番目）。 

 ○ 多様な医療ニーズへの対応として，専門外来（女性総合外来，緩和ケア外来，看護専門外来，薬剤師外来，禁

煙外来等）を充実するとともに，認知症サポーター研修等により認知症対応力を高める取組を進めた。 

 ○ 健康教室や母親教室，糖尿病教室等の市民公開講座を開くほか，地域に出向き出前講座も行った。 

○ 市立病院５０周年事業として以下の事業を実施した。 

・患者送迎巡回バスの運行開始     ・イメージキャラクターの制作 

・ホームページ全面リニューアル    ・北館ロータリー冬季イルミネーション 

・京都市立芸術大学生作品の院内展示  ・電気自動車の配備とそれを活用した非常用電源の確保 

    

（（（（京北病院京北病院京北病院京北病院がががが提供提供提供提供するサービスするサービスするサービスするサービス））））    

○ 平成２７年８月に電子カルテシステムを含む総合情報システムを新規導入し，市立病院との間で患者情報を迅

速に共有し，両病院の一体的運営を促進した。 

○ 常勤医師を３名体制から５名体制に充実，８月からは市立病院医師の応援を得て皮膚科外来を開設することで，

入院・外来診療体制の強化を図った。また，通院が困難な高齢者等を支える訪問診療及び訪問看護などの在宅医

療にも注力し，大幅に訪問件数を伸ばした。                               

○ 平成２７年４月に在宅療養支援病院の施設認定を取得し，２４時間体制での往診対応や急変時における入院受

入れを積極的に行い，京北地域における身近なかかりつけ医としての役割を強化した。 

○ 化学療法やＭＲＩ等の高度医療機器による検査や京北病院では受けられない治療について，市立病院と京北病

院の間を結ぶ患者送迎便の運行を開始し，患者サービスの向上を図った。 

○ 介護サービスについては，居宅介護支援事業所によるマネジメントの下，サービスの安定的提供を推進した。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

＜＜＜＜第第第第３３３３    市民市民市民市民にににに対対対対するするするする安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全でででで質質質質のののの高高高高いいいい医療医療医療医療をををを提供提供提供提供するためのするためのするためのするための取組取組取組取組＞＞＞＞ 

（（（（チームチームチームチーム医療医療医療医療，，，，多職種連携多職種連携多職種連携多職種連携のののの推進推進推進推進））））    

○ 栄養サポートチーム，呼吸ケアチーム，褥瘡対策チーム等を組織するとともに，医療ソーシャルワーカー（Ｍ

ＳＷ）や薬剤師，栄養士の病棟担当制を敷き，入院早期から退院に向けた効率的かつ効果的な診療計画の作成に

努めた。 
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（（（（安全安全安全安全でででで安心安心安心安心できるできるできるできる医療医療医療医療のののの提供提供提供提供にににに関関関関するするするする事項事項事項事項））））    

○ 新たな総合情報システムと医療安全レポートシステムを活用し，医療安全レポートの提出促進に努めるととも

に，インシデント及びアクシデント発生事例を迅速に把握・分析することで，再発防止に活かした。 

○ 医療事故調査制度については，規定及び組織を見直し，万全の体制を確立した。 

（（（（医療医療医療医療のののの質及質及質及質及びサービスのびサービスのびサービスのびサービスの質質質質のののの向上向上向上向上にににに関関関関するするするする事項事項事項事項））））    

 ○ 従来からある市立病院独自の臨床指標をバランススコアカードの視点を取り入れて１３分野４７項目に整理

し，改善活動に活かした。 

○ 患者満足度調査等から得た情報を活用してＰＤＣＡサイクルを運用し，業務改善を進めた。入院支援センター

の開設，患者送迎巡回バスの運行開始等により，患者サービスの向上に努めた。 

○ 放射線治療や化学療法等について，長期休暇期間においても中断することがないよう，シルバーウィークや年

末年始期間における継続治療を実施した。 

（（（（適切適切適切適切なななな患者負担患者負担患者負担患者負担のののの設定設定設定設定））））    

 ○ 平成２８年度診療報酬改定に伴い，初診時選定療養費を改定するとともに，再診時選定療養費を新設した。    

 

＜＜＜＜第第第第４４４４    業務運営業務運営業務運営業務運営のののの改善及改善及改善及改善及びびびび効率化効率化効率化効率化にににに関関関関するするするする事項事項事項事項＞＞＞＞    

（（（（迅速性迅速性迅速性迅速性・・・・柔軟性柔軟性柔軟性柔軟性・・・・効率性効率性効率性効率性のののの高高高高いいいい運営管理体制運営管理体制運営管理体制運営管理体制のののの充実充実充実充実））））    

○ 理事長の迅速な意思決定を支える医師ミーティング，診療部長会等の幹部会議を再編成するとともに，決定事

項については理事長のリーダーシップのもと組織的・効率的に実行されるようＰＤＣＡサイクルを活用した。 

○ 医師の確保について，市立病院では，造血細胞移植や整形外科手術，消化器手術，緩和ケア等の強化のため，

適宜採用を行った。京北病院においても，常勤医師 

を３名から５名に増員し，診療体制を強化した。 

○ その他の職種の確保については，随時採用を行う 

ことで看護体制の充実を図ったほか，医療技術職や 

事務職においても経験者の採用，組織再編を行うこ 

とで運営体制の充実を図った。 

（（（（給与制度給与制度給与制度給与制度のののの構築構築構築構築））））    

 ○ 法人独自の給与制度を構築した。 

 

＜＜＜＜第第第第５５５５    財務内容財務内容財務内容財務内容のののの改善改善改善改善にににに関関関関するするするする事項事項事項事項＞＞＞＞    

（（（（収益的収支収益的収支収益的収支収益的収支のののの状況状況状況状況））））    

○ 市立病院は，入院・外来診療報酬単価が前年度を 

上回り，過去最高の医業収益（年間 145.4 億円，月 

間 13.2 億円（3月））を達成した。 

○ 京北病院についても，訪問診療件数の伸び等によ 

り，独法化後最高の医業・介護収益（7億円）を達 

成した。 

○ 他方，支出面においては，マイナス金利政策の影 

響による退職給付引当金の増加，共済年金制度改正 

等に伴う給与費の増加等により，経常収支で赤字と 

なった（市立病院 6.2 億円，京北病院 77 百万円）。 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      （単位：百万円）                                    

   
区分 法人全体 市立病院 京北病院 

営業収益 １７，５４５ １６，６５１   ８９６ 

営業外収益 ２１６ ２０４ １１ 

計 １７，７６１ １６，８５５ ９０７ 

営業費用 １７，７３２ １６，７８０ ９５４ 

営業外費用 ７２５ ６９４ ３０ 

計 １８，４５７ １７，４７４ ９８４ 

経常損益 △６９６ △６１９ △７７ 

臨時損益 △９６ △９５      

純損益 △７９２ △７１４ △７７ 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

※営業収益と営業費用には各病院の内部取引２百万円を計上しているため，法人全体と各病院の合計額が一致しない。 

＜＜＜＜第第第第６６６６    そのそのそのその他業務運営他業務運営他業務運営他業務運営にににに関関関関するするするする重要事項重要事項重要事項重要事項＞＞＞＞    

（ＰＦＩ（ＰＦＩ（ＰＦＩ（ＰＦＩ手法手法手法手法のののの活用活用活用活用））））    

 ○ 提供サービスのモニタリング評価を効果的に行うこと等により，ＳＰＣ京都（以下「ＳＰＣ」という。）とのパ

ートナーシップをより強力なものにするとともに，医療環境の変化等に伴う新たな課題に対応するため，ＰＦＩ

事業の効果を最大限発揮するための改善行動に取り組んだ。 

    

３３３３    今後今後今後今後のののの取組取組取組取組    

第２期中期計画期間においては，平成３７年度に向けた医療と介護の一体改革により，平成２８年度には，診療

報酬改定に伴う病床機能の分化と連携及び地域医療構想の策定が進められる。これを受けて医療費適正化計画の策

定が予定され，さらに，平成３０年度には医療計画が策定されるなど，医療を取り巻く環境が大きく変化する中で，

市立病院においては，市民の期待に応えて高度な急性期医療を提供するため，一層，自立性・迅速性・効率性を発

揮した病院運営に努め，京北病院においては，地域唯一の病院としての使命を担うため，地域包括ケアシステムの

構築に大きな役割を果たす。 

＜平成２８年度計画の目標＞ 

① 診療報酬改定に迅速かつ適切に対応し，健全な病院経営を推進する。 

② 地域医療構想策定の取組との連携を図る。 

③ 市立病院及び京北病院の一層の機能強化を図るため，法人内の人事交流の推進や総合情報システムの共用，

患者利便の向上等，一体的運営の取組を推進する。 

④ 迅速性・柔軟性・効率性を発揮した病院運営を行い，法人全体及び両病院の単年度経常収支黒字を確保する。 
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第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑴ 感染症医療 

 

           

中期目標 既存の感染症のみならず，新たな感染症についても，感染症指定医療機関として先導的かつ中核的な役割を果たすこと。    

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

第二種感染症指定医療機関として，感染

症患者を迅速に受け入れる。また，新興感

染症や新型インフルエンザ等のパンデミッ

クに備えた医療体制を整備するとともに，

院内外の感染対策に取り組むことにより，

京都市内において先導的かつ中核的な役割

を果たす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 感染症患者の迅速な受入れ 

 ① 多職種連携の下，法に基づく二類感

染症の患者等に対する適切な診療を実

施する。 

 

 

 

② 合併症を有する結核症例を積極的に 

受け入れることにより，結核病床の活 

用を図る。 

 

 

イ 新型インフルエンザをはじめとする感

染症パンデミックに備えた医療体制の整

備 

① 総合情報システムの更新に伴い感染

管理システムを導入し，感染症サーベ

イランス事業の充実を図ることで，よ

り精度の高い感染症に係るデータベー

スの構築に努める。 

 

② 感染症パンデミックを想定した院内 

訓練を実施する。 

 

 

ウ 院内外における感染対策の取組，京都

市内における先導的かつ中核的な役割 

 ① 院内職員に対する感染意識向上のた

めの研修会を充実させる。 

 

② 感染制御チーム（ＩＣＴ）の充実，

感染対策リンクナースの計画的育成，

リンクドクターの配置等による組織的

な感染防止体制の強化を図る。 

 

 

 

③ 感染制御の中核施設として，地域に

おける研修会や講演会等を積極的に開

催するとともに，地域における感染症

情報を把握し情報共有に努める。 

 

ア 感染症患者の迅速な受入れ 

 ① 京都市の第二種感染症指定医療機関として，感染症外来及

び感染症病棟の感染管理センターを適切に運用した。 

また，ＭＥＲＳ発症が懸念される海外渡航者の健康監視に

ついて受入体制を整備し，ＰＰＥ（個人防護具）着脱訓練の

実施等の対応を行った。 

 

 ② 合併症を有する結核症例や他院の結核疑い症例について

も積極的に受け入れ，結核病床の活用に努めた。 

   ２７年度は結核症例を６２例（うち合併症を有する結核症 

例１３例）受け入れた。 

 

イ 新型インフルエンザをはじめとする感染症パンデミックに 

備えた医療体制の整備 

 

 ① 総合情報システムの更新に伴い感染管理システムを導入

し，感染症データベースの構築を開始した。サーベイランス

や院内ラウンドにおいても活用している。 

 

 

 

 ② 感染症パンデミックを想定した院内訓練については，京都

市と連携して行うこととしており，平成２８年度実施に向け

準備を進めた。 

 

ウ 院内外における感染対策の取組，京都市内における先導的か 

つ中核的な役割 

 ① 全職員又は職種ごとを対象に感染対策に関する研修会を

複数回実施し，職員の感染意識向上に努めた。 

 

 ② 感染制御チーム（ＩＣＴ）について，これまでの医師，看

護師，薬剤師，臨床検査技師，臨床工学技士，療法士，事務

職員に，放射線技師，管理栄養士，ＳＰＣ職員を加え，１０

職種に拡充し，ミーティングやラウンドを実施するととも

に，感染対策リンクナースによる環境ラウンドを実施するな

ど，感染防止体制を強化した。 

 

 ③ 感染制御における中核施設として，市民向け公開講座や他

施設とのカンファレンスを実施した。 

   また，地域の感染症情報を収集し，院内外に向けてインフ

ルエンザの流行状況を発信するなど情報共有に努めた。 

 Ａ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目別の状況 
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第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑵ 大規模災害・事故対策 

 

           

中期目標 
地域災害拠点病院として，大規模な災害や事故の発生に備え，必要な人的・物的資源を整備し，役割を果たすこと。 

また，救急・災害医療支援センター（仮称）を整備し，消防局等の救急･防災に関する機関との連携を強化すること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の充実

や災害備蓄品の整備等，人的及び物的資源

を確保する。 

 災害発生時においては，地域災害拠点病

院として他の災害拠点病院等と連携すると

ともに，京都市地域防災計画に従い，的確

な対応を行う。また，ヘリポートや新たに

整備する救急・災害医療支援センターを活

用することで，必要な医療を提供する。 

 

ア 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の充

実 

① ＤＭＡＴ体制の拡充とともに，訓練

や研修へ積極的に参加し研鑽を積むこ

とで，ＤＭＡＴ活動の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

イ  災害備蓄品の整備 

 

 

ウ 大規模災害時における関係機関との連

携 

 

 

 

 

 

エ ヘリポート及び救急・災害医療支援セ

ンターの活用 

 

ア 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の充実 

 

 ① ＤＭＡＴ４隊体制を維持し，京都ＤＭＡＴ隊員を４名増員

するとともに，被災地での長期支援活動に対応するため，隊

員用待機場所及びＤＭＡＴ用備蓄倉庫を整備し，人的及び物

的な長期支援が実施できるＤＭＡＴへ強化を図った。 

また，院外の訓練に積極的に参加し，他機関との強化を図

るなどＤＭＡＴ活動の充実に努めた。 

さらに，市立病院の看護師１０名が災害支援ナースとして

京都府看護協会に登録しており，派遣要請に応じて何時でも

出動できるよう京都府看護協会と訓練等を行った。 

 

イ 災害備蓄品を精査し，テント，簡易ベッド，ビブス等を調達 

するなど災害備蓄品を整備した。 

 

ウ 大規模災害に備え，京都府医療課，京都市消防局，各災害拠 

点病院等の関係機関と訓練や協議を行い，連携の強化に努め

た。 

  また，災害発生時，他機関と連動した迅速な対応が実施でき

るよう，大規模災害対応訓練を実施し，災害対応マニュアルの

見直し等を進めた。 

 

エ ヘリポートについて，大規模災害時，空路からの応援を受け

入れるため，常時使用可能な体制を維持した。 

  救急・災害医療支援センターにおいては，電源供給がストッ

プした場合の電気自動車を利用した非常用電源供給システム

を構築した。 

 Ａ 
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第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑶ 救急医療 

 

           

中期目標 

ア 関係医療機関等との連携及び役割分担を踏まえ，入院医療を必要とする重症患者を中心により多くの救急搬送を受け入れ，質の高い救急医療の提供を行うこと。 

イ 施設面及び医師等の人的資源を確保し，三次救急医療を担う救命救急センターの役割を果たすべく体制を整備すること。 

ウ 小児救急医療については，初期救急医療を担う急病診療所や二次救急医療を担う他の病院群輪番制病院との適切な役割分担の下，入院を必要とする小児を積極的に受け入

れること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

ア 病病・病診連携を進める中で，ヘリポ

ートの２４時間運用や，院内体制の強化

により，重症患者を中心により多くの救

急患者を迅速に受け入れ，断らない救急

を推進する。 

 

 

【関連する数値目標】 

事  項 第1期計画目標 第2期計画目標 

救急車搬送

受入患者数 
4,000 人 7,000 人 

 

 

 

 

 

イ 救急専門医等の高度な救急医療を実践

できる人材を育成するとともに，重症患

者に対する手術・集中治療・集中管理等

の必要な体制を確保することにより，三

次救急医療を担う施設として必要な診療

機能を整える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 京都市急病診療所や二次救急医療を担

う他の病院群輪番制病院との役割分担を

的確に果たすことにより，入院を必要と

する小児を積極的に受け入れる 

ア 院内体制の強化 

① 救急部門と手術室及び各病棟等との

連携を強化し，効率的なベッドコント

ロールを追求することにより，迅速・

効率的に救急患者を受け入れる体制を

確保する。 

 

【関連する数値目標】 

数値目標 平成 27 年度目標 

救急車搬送 

受入患者数 
6,850 人 

 

② 京滋ドクターヘリの運用開始に対応

し，遠隔地からの救急患者を適切に受

け入れる。 

 

イ 高度な救急医療を実践できる人材の育

成及び重症患者に対する必要な診療を実

施できる体制の整備 

① 救急医療に係る教育・研修により，

質の高いスムーズな救急診療を実践す

るとともに，救急専門医等の高度な救

急医療を実践できる人材の育成を図

る。 

 

② 救急部門とＩＣＵ及びＨＣＵを中心

とした集中管理部門その他診療科間の

連携により，重症患者を円滑に受け入

れる救急診療体制を整備する。 

 

 

ウ 京都市急病診療所や二次救急医療を担

う他の病院群輪番制病院との的確な役割

分担 

① 京都市急病診療所の第２次後送病院

として，京都市急病診療所や二次救急

医療を担う他の病院群輪番制病院との

役割分担の下で小児科，耳鼻咽喉科等

の救急患者を積極的に受け入れる。 

ア 院内体制の強化 

 ① 救急部門と各病棟が連携し，柔軟なベッドコントロールを

行うとともに，救急入院患者における院内の業務を整備する

など，迅速・効率的に救急患者を受け入れる体制整備に努め

た。 

   消防ヘリについては，要請に速やかに応じ，２４件の搬送

を受け入れた（平成２６年度：２４件）。 

【数値目標に対する実績】 

事 項 平成 26 年度 平成 27 年度 

救急車搬送 

受入患者数 

6,787 人  

（6,400 人） 

5,968 人  

（6,850 人） 

※（ ）内は年度目標 

② 京滋ドクターヘリについては，平成２７年５月に訓練を実

施，運用体制を整え，転院のための搬出に対応した（１件）。 

 

 

イ 高度な救急医療を実践できる人材の育成及び重症患者に対

する必要な診療を実施できる体制の整備 

 

 ① ＥＲ勉強会，あたごやまカンファレンス，みぶ救急セミナ

ー等の開催により医療職の教育・研修を行うとともに，全職

員対象のＢＬＳ（心肺停止状態の人に対して行う救命処置）

研修を継続的に実施するなど，病院全体で救急医療を実践で

きる人材の育成に取り組んだ。 

 

② 救急部門とＩＣＵのカンファレンス等による連携強化を

図ったほか，重症症例（心停止蘇生後，敗血症性ショック，

重症外傷）について，救急室からＩＣＵへのスムーズな診療

継続・受入手順を整備するなど重症患者受入体制を整備し

た。 

 

ウ 京都市急病診療所や二次救急医療を担う他の病院群輪番制

病院との的確な役割分担 

 

 ① 京都市急病診療所の後送病院として適切に役割を担い，小 

児科患者については７６名受け入れた。 

 Ｂ 
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第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑷ 周産期医療 

 

           

中期目標 周産期医療２次病院として，ハイリスク分娩，母体搬送及び新生児搬送の受入れに対応するため，ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）等の適切な運用を図ること。 
   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

新生児専門ケアに必要な人員を確保・育

成し，ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）等を

適切に運用することにより，周産期医療２

次病院として，ハイリスク分娩，母体搬送

及び新生児搬送の受入れを積極的に行う。 

ア 周産期医療にかかわる人材の育成 

① 産婦人科・小児科医師，看護師及び

助産師等を中心としたチーム医療を実

践する体制を整備する。 

② 助産師クリニカルラダーを活用し，

質の高い助産師を育成する。 

 

 

イ ハイリスク分娩及び母体搬送の積極的

な受入れ 

① 周産期医療２次病院として，総合周

産期母子医療センターである京都第一

赤十字病院をはじめ周産期医療体制を

構築する関係病院との密接な連携を図

り，ハイリスク分娩，母体搬送及び新

生児搬送の受入れを推進する。 

② ハイリスク妊婦へのケアを充実させ

る。 

 

 

 

ウ 新生児搬送の積極的な受入れ 

① ＮＩＣＵについて看護師配置を充実

させ，より質の高い新生児医療を提供

する。 

 

② 新生児集中ケア認定看護師の指導の

下，ＮＩＣＵ看護基準に基づいた専門

的なケアを実践できる看護師を継続的

に育成する。 

③ 未熟児に係るリハビリテーションを

適切に実施するとともに，専門知識と

技術の習得に努める。 

 

ア 周産期医療にかかわる人材の育成 

 ① 医師，看護師，助産師，ＭＳＷ等による多職種カンファレ 

ンスを行い，早期から介入することにより，入院時から退院

後を見据えた退院支援に取り組んだ。 

 ② 母性看護専門看護師に１名が合格したほか，８名の助産師

が助産師ラダーⅢ認証を取得するなど，院内・院外研修に積

極的に参加し，助産師の育成に努めた。 

 

イ ハイリスク分娩及び母体搬送の積極的な受入れ 

 

① ハイリスク分娩，母体搬送及び新生児搬送の受入れを行

い，ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）に１１０人の患者を受け

入れた。 

 

 

 

② ハイリスク妊婦については，入院前から多職種でカンファ

レンスを行い，外来から継続したケアを実施している。また，

ＮＩＣＵ看護師の産前訪問やＮＩＣＵの見学等，妊婦の不安

軽減にも努めている。 

 

ウ 新生児搬送の積極的な受入れ 

 ① ＮＩＣＵについて，引き続き新生児集中ケア看護師を維持

するとともに，積極的にＮＩＣＵ経験者を採用するなど，看

護師配置を充実させ，より質の高い新生児医療を提供した。 

 

 ② ＮＣＰＲ（新生児蘇生法）やＮＩＣＵにおけるケア等の研

修を実施し，専門的なケアを実践できる看護師の育成を図っ

た。 

 

 ③ 新生児の神経心理等のリハビリテーションに関わる研修

に積極的に参加し，専門知識と技術の習得に努めた。 

【参考】 

○ ＮＩＣＵ受入実患者数 １１０人（ １２３人） 

○ 分娩数        ２３９件（ ２５０件） 

○ 母体搬入件数      ３９件（  ４６件） 

○ 帝王切開率     ３９．２％（３９．１％） 

○ 未熟児搬入件数     １１件（  ２８件） 

※（ ）は平成２６年度実績 

 

 Ａ 
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第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑸ 高専専門医療 

 

           

中期目標 
ア 地域医療支援病院 

  地域のかかりつけ医等との適切な役割分担の下，高度な急性期医療を担うこと。 

  また，地域の医療機関を積極的に支援することにより，地域医療支援病院として地域の医療水準の向上に寄与すること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

ア 地域医療支援病院 

先進的な医療機能を存分に活用して，

高度な急性期医療を提供するとともに，

合同カンファレンス，地域医療フォーラ

ムの開催等を通じて，地域の医療水準の

向上に貢献する。 

 

【関連する数値目標】 

事  項 第1期計画目標 第2期計画目標 

手術件数 4,800 件 6,000 件 

紹介率 60.0％ 80.0％ 

逆紹介率 80.0％ 60.0％ 

（注）紹介率，逆紹介率については，算定

基準の改正に伴い，平成２５年度実績

及び第１期計画目標は旧算定式によ

り，第２期計画目標は新算定式により

算出している。 

 

ア 地域医療支援病院 

（ア）先進的な医療機能の活用による高度

な急性期医療の提供及び地域の医療機

関との適切な役割分担の推進 

① 病床・手術室稼働の効率化や多職

種連携の推進，質の高い返書管理等

を通じた前方連携機能の強化等によ

る体制の整備を図る。 

 

 

② 前方連携機能の強化に向けて，医

療機関訪問体制の充実について検討

する。 

③ 病病連携の推進により，各病院の

役割に応じた患者の紹介・逆紹介を

推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 訪問看護ステーションとの連携強

化や地域のかかりつけ医への逆紹介

の推進等により，回復期や慢性期患

者へのシームレスな医療の提供に努

める。 

【関連する数値目標】 

数値目標 平成27年度目標 

手術件数 5,250 件 

紹介率 61.0％ 

逆紹介率 95.0％ 

（注）紹介率，逆紹介率については，算定

基準の改正に伴い，平成２７年度目標

は新算定式により算出している。 

ア 地域医療支援病院 

（ア）先進的な医療機能の活用による高度な急性期医療の提供及

び地域の医療機関との適切な役割分担の推進 

 

  ① 病棟にＭＳＷや管理栄養士，薬剤師等を担当配置するこ

とで，入院早期から多職種が連携し，効率的に病床・手術

室を運用している。 

返書管理については，地域医療機関の満足度向上を目的

として，プロジェクトチームを立ち上げ，電子カルテシス

テムを活用した管理や業務手順の見直し等に取り組んだ。 

  ② 継続して実施している医療機関訪問について，訪問後に

紹介数が増加するなどの効果がみられた。更なる前方連携

機能強化のため，訪問体制を強化した。 

  ③ 地域医療従事者向けの研修として，地域医療フォーラム

を２回，地域医療連携カンファレンスを１２回開催すると

ともに，「診療概要」や「連携だより」の発行等，市立病

院の機能の紹介により，医療機関との連携強化を図った。 

また，診療科部長・副部長が医師会に入会し，医師会と

の関係を密接化するなど，地域の医療機関と「顔のみえる

関係」の構築や地域の医療水準の向上に努めた。 

    これらの取組が，紹介率及び逆紹介率の向上につながっ

た。 

 【参考】 地域医療フォーラム 

   ○ 平成２７年９月５日  テーマ：「京都における大規

模災害時の災害医療体制はどうあるべきか」 

   ○ 平成２８年２月１３日 テーマ：「先進医療を考える 

～ダヴィンチ手術の今～」 

  ④ 困難事例の共有等による訪問看護ステーションとの連

携強化や訪問看護研修の実施，また，かかりつけ医名簿の

配布による逆紹介の促進等，回復期・慢性期患者へのシー

ムレスな医療提供に努めた。 

 

【数値目標に対する実績】 

事 項 平成 26 年度 平成 27 年度 

手術件数 5,074 件（5,250 件） 5,426 件（5,250 件） 

紹介率 53.3％（55.0％） 56.4％（61.0％） 

逆紹介率 108.2％（105.0％） 109.7％（95.0％） 

紹介患者数 9,469 人 9,952 人 

                 ※（）内は年度目標 

 Ａ 
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第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑸ 高度専門医療 

 

           

中期目標 

イ 地域がん診療連携拠点病院 

がん診療連携拠点病院等との連携を基に，外科的手術，放射線治療，化学療法などの集学的治療，成人・小児血液がんに対する造血細胞移植，緩和ケアの充実等幅広い 

 がん治療の提供体制を確保すること。 

 また，乳がん検診等，京都市のがん予防の取組に必要な協力を行うこと。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

イ 地域がん診療連携拠点病院 

  がんについては，予防・診断・治療・

緩和からターミナル期までの各領域にお

いて，多職種の職員が積極的に介入し連

携・協力を行う。 

  手術支援ロボット（ダヴィンチ），放射

線治療装置（リニアック）等の活用や，

化学療法センターにおける外来治療，成

人・小児血液がんに対する造血細胞移植，

緩和ケアの充実等により，がん診療全体

の質の向上を図る。 

  関係機関との連携については，他のが

ん診療連携拠点病院や地域の医療機関等

との連携を進める。 

  また，乳がん検診など京都市が実施す

るがん予防の取組に対して必要な協力を

行う。 

 

【関連する数値目標】 

事  項 第1期計画目標 第2期計画目標 

新規がん 

患者数 
1,200 人 2,000 人 

がんに係る化

学療法件数 
― 3,900 件 

がん治療 

延べ件数 
― 16,000 件 

 

イ 地域がん診療連携拠点病院 

（ア）多職種職員による積極的な介入と連 

  携 

① 健診センターと連携し，精査外来

予約枠を拡充することにより，がん

の早期発見及びがん治療を推進す

る。 

 

 

② 疾患別に数値目標を設定し悪性腫

瘍手術件数の増加を図ることによ

り，より多くの地域のがん患者の治

療に当たる。 

 

③ 放射線治療領域及び化学療法領域

におけるクリニカルパスの充実を図

る。 

 

④ がん患者の栄養状態の適正化に向

け，食思不振食等の個別の食事提供

を行う。 

 

 

 

⑤ 多職種による協働を推進すること

で，がん相談対応体制の強化を図る。 

 

 

⑥ 院内教育プログラムを充実させる

ことにより，質の高いがん医療を提

供できる人材を育成する。 

 

（イ）手術支援ロボット，放射線治療装置

等の活用 

① 地域からのＰＥＴ－ＣＴ等の高度

医療機器を用いた検査依頼に対し

て，より迅速に検査を実施し，速や

かな結果の送付に努めることで，地

域のかかりつけ医等のニーズに的確

に対応する。 

 

イ 地域がん診療連携拠点病院 

（ア）多職種職員による積極的な介入と連携 

 

  ① 健診センターにおいて，要精密検査患者の予約制を実施

するとともに，健診成績送付時に，診察予約の案内文を同

封した。これらの取組により健診受診者から３３例のがん

症例が発見され（発見率０．７６％），うち２６例が早期

がんであった。 

 

  ② 悪性腫瘍手術については，疾患別や術式別の件数を把握

しており，悪性腫瘍手術件数は８１８件と前年度比６６件

の増加となった。 

 

 

  ③ 放射線治療及び化学療法について，総合情報システムの

更新を機に，クリニカルパスの改定と充実を行った。 

 

 

  ④ 管理栄養士を病棟担当制にし，タイムリーな食事相談と

個別食の提供を行うとともに，食思不振食の献立改善に取

り組んだ。 

    また，「がん症例別食事パンフレット」を作成し，がん

患者向けの食事を紹介し，外来患者の食事支援も行った。 

 

  ⑤ がん相談支援センターの周知パンフレットを作成し，周

知するとともに，医師，看護師，薬剤師，栄養士，ＭＳＷ

等多職種が協働して対応した。 

 

  ⑥ 緩和ケア研修会，がん看護研修プログラムの実施等によ

り，がん医療に関わる人材の育成を図った。 

 

 

（イ）手術支援ロボット，放射線治療装置等の活用 

 

  ① ＰＥＴ－ＣＴやＭＲＩ，ＣＴ等の高度医療機器につい

て，地域医療機関を訪問し利用の促進を図るとともに，地

域医療機関へのＦＡＸによる迅速な結果の送付に努めた。 

    これらの取組により，地域医療機関からの検査依頼件数

が大幅に増加した。 
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② 内視鏡手術やロボット支援手術等

の高度な技術を要する手術に積極的

に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 放射線治療専門医，医学物理士及

びがん放射線療法認定看護師といっ

た専門資格者を中心としたチーム医

療を最大限に生かす。また，ＩＭＲ

Ｔ機能を有する放射線治療装置等に

よる治療を拡大・充実させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）がん診療全体の質の向上 

① 関係診療科の連携の強化等によ

り，外来化学療法センターの体制を

充実することで，より多くの地域ニ

ーズに対応する。 

 

 

 

 

 

② 成人・小児血液がんに対する造血

細胞移植に取り組み，骨髄移植フォ

ローアップ外来とともに，より質の

高い血液がん実施体制を整備する。 

 

  【参考】 

    〇地域医療機関からの検査依頼件数 

     ・５２０件（平成２６年度 ３６９件） 

    〇ＰＥＴ－ＣＴ検査件数 

     ・１，６４０件（平成２６年度 １，４１０件） 

 

② 内視鏡手術やロボット支援手術等について，積極的に取

り組み，順調に症例数を伸ばした。 

また，手術支援ロボット「ダヴィンチ」については，平

成２７年７月に「内視鏡下手術用ロボットを用いた腹腔鏡

下胃切除術」が全国で４番目に先進医療として認められ

た。 

  【参考】 

    〇内視鏡手術実績 

     ・９，２８３件（８，９７２件） 

    〇ロボット支援手術実績  

     ・前立腺がん ５３件（６６件） 

     ・腎がん   １３件（１０件） 

     ・胃がん   １３件（１６件） 

     ・その他    ８件（ ４件） 

        ※（ ）内は平成２６年度実績 

 

  ③ 放射線治療については，専門職種がチームとなり，各病

棟等とも連携し，治療が完遂できるよう支援している。 

また，長期休暇期間の放射線治療の実施に加え，平成２

７年９月からはがん患者の就労支援の取組を進めるなど，

患者ニーズに沿った治療を行っている。 

  【参考】 

    〇リニアック稼働件数 

     ・１０，４９３件（平成２６年度 ９，８１１件） 

    〇長期休暇期間中の放射線治療実績 

     ・４月２９日（水）  ３１名 

     ・９月２３日（水）  ２８名 

・１２月２３日（水） ４５名 

・１２月２９日（火） ３５名 

 

（ウ）がん診療全体の質の向上 

  ① 外来化学療法センターでは，１４の診療科と連携し化学

療法を施行している。また，治療の継続による患者ニーズ

に応えるため，長期休暇期間の外来化学療法を開始した。 

   【参考】 

〇長期休暇期間中の外来化学療法実績 

・９月２３日（水）   ９名 

・１２月２３日（水） １２名 

・１２月２９日（火） １２名 

 

  ② 成人・小児血液がんに対しては，血液内科と小児科が協

働し，全年齢層の血液疾患に対応でき，あらゆる造血細胞

移植が施行可能である病院として診療体制を確保し，移植

に取り組んだ。 

    骨髄移植フォローアップ外来については，退院後の状況
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③ 治療と並行して緩和医療を提供で

きる緩和ケア病床の利点の院内外へ

の積極的な広報とともに，治療期か

らの緩和ケアチームの介入等によ

り，緩和医療の充実を図る。 

 

（エ）地域の医療機関等関係機関との連携

に基づいたがん診療の提供 

① 市立病院のがん診療の特徴，実績

に係る積極的な情報発信を行い，患

者の確保とがん領域での地域への貢

献を果たす。 

 

 

② 地域連携クリニカルパスを活用す

ることにより，地域の医療機関等と

一体となってがん患者を診ることが

できる地域のがん診療ネットワーク

の促進を図る。 

 

 

（オ）京都市が実施するがん検診の取組へ

の参画 

 

【関連する数値目標】 

数値目標 平成27年度目標 

新規がん患者数 1,500 人 

がんに係る化学療

法件数 
2,950 件 

がん治療延べ件数 12,100 件 

（注１）がんに係る化学療法件数とは，外

来化学療法加算Ａの算定件数 

（注２）がん治療延べ件数とは，悪性腫瘍

手術件数（診療報酬点数表の第１０部手

術のうちレセプト電算処理システム名称

マスタに「悪性腫瘍」が含まれる行為の

算定件数），がんに係る化学療法件数及び

がんに係る放射線治療件数（高エネルギ

ー放射線治療件数と密封小線源治療件数

の総数）の合計 

や課題に合わせ，入院時から継続した支援を行った。 

【参考】造血細胞移植件数 

区 分 平成 26 年度 平成 27 年度 

成人 12 件 17 件 

小児 1 件 1 件 

 

  ③ 緩和医療に関しては，緩和ケア科部長を配置し，体制を

整え，他院からの転院にも対応した。また，緩和ケアチー

ムは緩和ケア入床全患者に介入し，新たに音楽療法も導入

するなど充実を図った。 

 

 

（エ）地域の医療機関等関係機関との連携に基づいたがん診療の 

提供 

  ① がん診療の特徴や実績について，診療概要やホームペー

ジで情報発信を行うとともに，地域の医療機関を対象とし

た地域医療フォーラムで手術支援ロボット「ダヴィンチ」

の見学会を実施する等，積極的な情報発信と患者の確保，

地域への貢献を果たした。 

 

  ② 医療機関訪問時に地域連携クリニカルパスへの登録依

頼を積極的に行い，５大がん（肺がん，胃がん，肝がん，

大腸がん及び乳がん）の地域連携クリニカルパスの適用拡

大（平成２６年度３１件→平成２７年度３７件）を図ると

ともに，前立腺がんについても適用拡大した（平成２６年

度３２件→平成２７年度４４件）。 

 

（オ）京都市が実施するがん検診への取組への参画 

乳がんの検診等，京都市が実施するがん予防の取組にも引

き続き積極的に協力している。 

【数値目標に対する実績】 

事 項 平成 26 年度 平成 27 年度 

新規がん患者数 
1,473 人  

（1,300 人） 

1,560 人  

（1,500 人） 

がんに係る 

化学療法件数 

2,490 件  

（   －） 

2,791 件  

（2,950 件） 

がん治療延べ件数 
10,542 件 

（   －） 

11,019 件  

（12,100 件） 

※（）内は年度目標 

（注１）がんに係る化学療法件数とは，外来化学療法加算Ａの算

定件数 

（注２）がん治療延べ件数とは，悪性腫瘍手術件数（診療報酬点

数表の第１０部手術のうちレセプト電算処理システム名称

マスタに「悪性腫瘍」が含まれる行為の算定件数），がんに

係る化学療法件数及びがんに係る放射線治療件数（高エネル

ギー放射線治療件数と密封小線源治療件数の総数）の合計 
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第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑸ 高度専門医療 

 

           

中期目標 

ウ 生活習慣病への対応 

(ｱ) 心臓・血管病センター及び脳卒中センターの機能発揮 

   心疾患や脳血管疾患に関連する既存の診療科が有機的に連携して，迅速かつ高度なチーム医療を提供すること。 

(ｲ) 糖尿病治療 

   食事・運動療法，薬物療法により，網膜，腎臓等の合併症を予防し，生活の質を低下させないための糖尿病治療に取り組むこと。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

ウ 生活習慣病への対応 

（ア）心臓・血管病センター及び脳卒中セ

ンターの機能発揮 

  心血管疾患に対しては，心臓・血管病

センターを中心に，関係部署が連携を図

ることで，迅速で最適な治療を行い，心

臓血管外科手術等の外科的治療を要する

場合は他施設と適切に連携する。 

  脳卒中をはじめとした脳血管疾患に対

しては，脳卒中センターを中心に，関係

部署が連携を図り，総合的な診療を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）糖尿病治療 

関連診療科との連携により，合併症予

防を含む総合的な生活習慣病予防や治療

を行う。重篤な腎合併症に対しては，血

液浄化センターの機能を発揮し，腎不全

患者の治療に当たる。 

  また，糖尿病教室や腎臓病教室の開催

等により，地域に対する生活習慣病予防

に係る啓発活動を積極的に行う。 

 

ウ 生活習慣病への対応 

（ア）心臓・血管病センター及び脳卒中セ

ンターの機能発揮 

a 心臓・血管病センターを中心とす

る関係部署の連携等 

① 多職種連携による緊急受入体制

を強化し，急性心筋梗塞等の循環

器系疾患に対する内科的治療を充

実させる。 

 

 

② 心臓血管外科手術等の外科的治

療を要する場合は他施設と適切に

連携する。 

 

  b 脳卒中センターを中心とする関係

部署の連携等 

① 脳神経外科及び神経内科共通の

クリニカルパスを充実するなど，

チーム医療を推進することで，高

度な急性期治療から慢性期までの

総合的な脳卒中診療を行う。 

 

② 脳卒中地域連携クリニカルパス

の利用や回復期リハビリテーショ

ン施設への速やかな転院を推進す

ることにより，地域の関係機関と

密接に連携したシームレスな地域

医療体制の構築に寄与する。 

 

（イ）糖尿病治療 

a 関連診療科の連携による予防と 

治療 

① 糖尿病対策チームを中心とした

糖尿病透析予防指導（腎症外来）

や患者会の運営等を通じた，総合

的な糖尿病療養支援を実施する。 

 

 

 

ウ 生活習慣病への対応 

（ア）心臓・血管病センター及び脳卒中センターの機能発揮 

 

  a 心臓・血管病センターを中心とする関係部署の連携等 

 

① 循環器系疾患への対応については，心臓・血管病セン

ターにおいて，循環器内科，放射線診断科を中心に血管

病変への治療を行っている。心臓外科については，京都

府立医大から医師の応援を受け，週１回外来を設けてい

る。 

 

   ② 心臓血管外科手術等の外科的治療が必要な場合は，他

施設と連携して対応した。 

 

 

  b 脳卒中センターを中心とする関係部署の連携等 

 

   ① クリニカルパスを充実・活用し，脳神経外科と神経内

科合同の脳卒中カンファレンスには，医師，看護師以外

の多職種も参加し，チーム医療を実践することより，急

性期治療から早期リハビリや食事援助などの慢性期ま

での総合的な診療を行った。 

 

   ② 脳卒中地域連携クリニカルパスの活用や，入院時から

の退院支援の実施により，患者・家族のＱＯＬ（生活の

質）を重視し，回復期リハビリテーション施設へ早期転

院に努めた。 

 

 

 

（イ）糖尿病治療 

  a 関係診療科の連携による予防と治療 

 

   ① 糖尿病対策チームを中心に，糖尿病透析予防指導（腎

症外来）や患者会の運営に取り組むとともに，管理栄養

士の積極的なベッドサイド栄養食事指導や糖尿病看護

認定看護師の外来配置等による糖尿病療養支援の充実

を図った。 
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② 効果的なクリニカルパスに基づ

いた糖尿病教育入院を推し進め

る。 

 

 

③ 専門チームによる訪問活動や糖

尿病教室・腎臓病教室の開催等を

充実させることで，地域への積極

的な貢献を果たす。 

 

b 血液浄化センターの機能発揮 

① 重篤な腎合併症治療を積極的に

実施するとともに，２クール稼働

の実施により地域の透析ニーズに

対応する。 

 

   ② 糖尿病教育入院については，２週間で十分なコントロ

ールを目指すものや１週間で合併症評価や教育を短期

集中で行うものといった目的によってクリニカルパス

を使い分け，より効果的に推進した。 

 

   ③ 多職種が連携し，糖尿病教室や腎臓病教室を継続して

開催するとともに，より効果的な運用を目指して，内容

等の見直しも行った。 

 

 

  b 血液浄化センターの機能発揮 

   ① 血液浄化センターにおいて，午前・午後の２クール稼

働を拡大した。 

また，土曜日も毎週透析を実施することで，就労支援

等の透析ニーズに対応した。 
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第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑸ 高度専門医療 

 

           

中期目標 
エ 適切なリハビリテーションの実施 

適切な急性期リハビリテーションを行うとともに，転院後の効果的な回復期リハビリテーションへの引継ぎや早期の社会復帰につなげるように努めること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

エ 適切なリハビリテーションの実施 

適切な急性期リハビリテーションを行

うとともに，転院後の効果的な回復期リ

ハビリテーションへの引継ぎや早期の社

会復帰につなげるように努めること。 

 

エ 適切なリハビリテーションの実施 

（ア）急性期リハビリテーションの提供 

① 高度な急性期医療を提供する施設

として，高次脳機能障害，運動器，

がん，心臓に係る適応患者への急性

期リハビリテーションの早期実施を

徹底する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）回復期リハビリテーション提供施設

との連携 

 

 

エ 適切なリハビリテーションの実施 

（ア）急性期リハビリテーションの提供 

  ① リハビリテーション専門医（非常勤）を配置し，急性期

リハビリテーションのより効果的な実施に努めた。また，

より多くの患者への急性期リハビリテーション早期実施

に向け，療法士の確保・充実に取り組んだ。 

 

【参考】リハビリテーション科職員数（４月１日時点） 

 26 年度 27 年度 28 年度 

専門医 0 0    2（※） 

作業療法士 3 2 4 

理学療法士 8 8 12 

言語聴覚士 2 3 3 

※ 非常勤職員 

 

 

（イ）作業療法士が関連部署でのカンファレンスに参加するな

ど，多職種と情報を共有し，回復期リハビリテーション提供

施設へのスムーズな転院に努めた。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑹ 多様なニーズへの対応 

 

           

中期目標 

ア 専門外来 

医療の進歩や市民ニーズの変化に応じた専門外来を開設するなど的確な対応を図ること。   

イ 認知症対応力の向上 

大きな社会問題になっている認知症について，その対応力を向上させることで，社会的要請に応えていくこと。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

超高齢化社会における医療環境や社会情

勢の変化に伴う多様な市民のニーズに対

し，迅速・的確に対応する。 

 

ア 専門外来 

  医療需要，社会的背景を踏まえた専門

外来（女性総合外来，男性専門外来，緩

和ケア外来，セカンドオピニオン外来，

看護専門外来，薬剤師外来，コメディカ

ル外来等）を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 認知症対応力の向上 

研修会等の取組を進め，認知症につい

て正しく理解し，患者の尊厳を尊重した

対応を実践できる職員の育成を行うこと

で，高齢化の進展と共に増加する認知症

患者に適切に対応する。 

 

ア 専門外来 

① 高度な知識・技術を有するがん看護

専門看護師，各種領域の認定看護師，

がん専門薬剤師等によるコメディカル

外来を充実するとともに，継続して職

員の育成を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 認知症対応力の向上 

① 認知症患者や家族に対する適切なケ

アを実施する。 

② 職員に対する認知症教育の充実や，

認知症対応に係る関係機関との連携強

化により，職員の認知症対応力の向上

を図り，認知症患者が安心して受診で

きる病院づくりを推進する。 

 

ア 専門外来 

 ① 専門外来として，女性総合外来，男性専門外来，緩和ケア

外来，セカンドオピニオン外来，禁煙外来，コメディカル外

来（看護専門外来，薬剤師外来等）等を実施し，市民の様々

な健康ニーズに対応した。また，専門外来の運用を通して，

各専門職種の人材育成を図った。 

 

【参考】主な専門外来の実績 

専門外来 平成 26 年度 平成 27 年度 

女性総合外来 5 件 2 件 

男性総合外来 3 件 6 件 

緩和ケア外来 28 件 31 件 

禁煙外来 46 件 101 件 

看護専門外来 671 件 1,079 件 

薬剤師外来 25 件 39 件 

ペースメーカー 

点検外来 
102 件 358 件 

  ※看護専門外来の内訳 

 平成 26 年度 平成 27 年度 

がん看護 285 件 524 件 

乳がん看護 72 件 103 件 

造血細胞移植後 

フォローアップ 
18 件 45 件 

腹膜透析 83 件 146 件 

ストーマ 66 件 95 件 

糖尿病腎症 19 件 11 件 

助産師 0 件 0 件 

フットケア 128 件 155 件 

 

イ 認知症対応力の向上 

 ① 認知症については，看護師を中心に院内外の研修受講によ

る認知症患者の介入方法等の習熟やＣＧＡ７（総合機能評価

簡易版）によるスクリーニングを実施し，患者の認知症の状

況把握及びケアに活用している。 

 

 ② 全職員を対象に認知症サポーター養成講座を実施し，職員

の認知症対応力の向上を図った。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 
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第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

１ 市立病院が提供するサービス 

⑺ 健康長寿のまちづくりへの貢献 

 

           

中期目標 
ア 健診センター事業として人間ドック及び特定保健指導を積極的に行うこと。 

イ 健康教室の開催，患者会の支援等による市民への啓発の取組を進めること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

市民に開かれた病院としての取組を推進

し，市民がすこやかに暮らせる健康長寿の

まちづくりへの貢献を果たす。 

 

ア 人間ドックについては，がん・脳卒中・

急性心筋梗塞・糖尿病等を対象とした専

門ドック等，多様性のあるメニューやオ

プション検査の充実を図り，特定保健指

導についても，より効果的な指導の実施

に努めることで，市民の積極的な受診を

促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 健康教室など市民ニーズを踏まえた市

民公開講座を実施し，患者会についても

積極的に支援することにより，市民の主

体的な健康づくりに寄与する。 

ア 健診センター事業の充実による疾病予

防の取組の推進 

（ア）多様性を有したメニューの充実等 

① 多様なニーズに応じたドックメニ

ュー，オプション検査の充実や関係

診療科の連携強化により，需要の拡

大に対応できる供給体制の構築を図

る。 

 

 

② 生活習慣病治療関連診療科及び健

診センターとの連携により，合併症

予防を含む総合的な生活習慣病予防

に取り組むとともに，精密検査対象

者が市立病院で専門的な診察を円滑

に受けることができる仕組みを整え

る。 

 

（イ）特定保健指導の充実 

 

 

 

 

 

イ 市民啓発事業の充実 

① 健康教室をはじめとした市民公開講

座に加えて，地域への出前講座や地域

住民対象の講演会等を実施することに

より，地域への啓発事業の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 健診センター事業の充実による疾病予防の取組の推進 

 

（ア）多様性を有したメニューの充実等 

  ① ペア割引の実施など健診受診者の獲得に取り組んだ。 

また，女性検診（乳がん検査，子宮がん検査）の需要拡

大に対応するため各関係部署と連携し，平成２８年度から

の女性検診枠拡大に向け準備を進めるなど，多様なニーズ

に応じた対応に努め，受診者数も増加した（平成２６年度

４，１３９人→平成２７年度４，３６６人）。 

 

  ② 検査結果を検査当日に説明することで発見された疾病

への早期治療に繋げるとともに，健診成績表送付時に要精

密検査の診察予約案内文を同封するなど，精密検査対象者

が市立病院でスムーズに診察を受けることができる仕組

みを整えた。 

 

 

 

（イ）特定保健指導の充実 

   特定保健指導については，保健指導対象者への受診奨励を 

行い，実施している。 

  【参考】 特定保健指導件数 

    ○ ４１件（平成２６年度 ４６件） 

 

イ 市民啓発事業の充実 

① 健康教室「かがやき」や母親教室，糖尿病教室，禁煙教室

等の市民公開講座を定期的に開催したほか，乳がんや胃腸等

に関する地域への出前講座も実施し，積極的な地域への啓発

事業を行った。 

 

 【参考】健康教室受講者数   

講座名 平成 26 年度 平成 27 年度 

かがやき 421 人 398 人 

母親教室 308 人 252 人 

糖尿病教室 351 人 345 人 

禁煙教室 169 人 114 人 

 

 

 

 

 Ａ 
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② 多職種からなる禁煙推進チームを設

置し，患者等の禁煙支援を行う。 

 

 

 

③ 患者会については，患者・家族同士

の交流促進や自主活動支援を目的に，

積極的に運営を支援する。 

 

② 医師，看護師，保健師，薬剤師，管理栄養士等の多職種か

らなる禁煙推進チームにより，禁煙教室による患者への禁煙

教育だけでなく，職員対象の禁煙講座を実施し，禁煙支援が

できる職員育成にも取り組んだ。 

 

③ 患者会については，引き続き，がん患者・家族のサロン「み

ぶなの会」やビスケットの会（乳がん），聚楽会（糖尿病）

等の患者会に対する支援を行った。 
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第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

２ 京北病院が提供するサービス 

⑴ 市立病院と京北病院の一体運営 

 

           

中期目標 
ア  総合情報システムの共通化 

市立病院と電子カルテを含めた総合情報システムを共通化することにより，医療の質や患者サービスの向上を図ること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

ア  総合情報システムの共通化 

電子カルテを含めた総合情報システム

を市立病院と共通化し，一体的な法人内

の情報ネットワーク体制を構築すること

で，市立病院の医療機能を一層活用し，

医療の質及び患者サービスの向上を図

る。 

 

イ 人事交流の更なる推進 

市立病院の医師や専門資格を持つ多職

種による人的協力体制の強化，人事交流

の推進により双方の病院の長所を業務上

に反映させるなど，更なる患者サービス

の向上を図る。 

 

ア 総合情報システムの共通化 

 

 

 

 

 

 

 

イ 人事交流の更なる推進 

① 市立病院からの医師をはじめとする

応援体制を強化することで，質の高い

医療を提供する。 

 

 

 

 

 

② 市立病院と地域との連携により，出

産・子育て支援体制に協力する。 

 

 

ア 総合情報システムの共通化 

  電子カルテシステムを含む総合情報システムを市立病院に

て更新し（６月），京北病院でも新規導入を図った（８月）。そ

の結果，両病院間で患者情報をリアルタイムで共有し，より迅

速かつ的確な診療サービスを提供するための基盤が整った。 

 

 

 

イ 人事交流の更なる推進 

① 平成２７年４月から，京北病院の常勤医師を３名から５名

体制に増員し，診療機能の強化を図るとともに，市立病院か

ら，消化器内科医師や内科専攻医等の医師，診療放射線技師

及び臨床検査技師等の医療技術職の派遣を継続して行った。 

また，同年８月からは，市立病院医師の応援を得て，月１

回の皮膚科外来を開設し，京北地域の医療ニーズに応え，よ

り質の高い医療サービスを提供した。 

 

② 右京区役所京北出張所の保健師と情報交換を行い，京北地

域における出産及び子育て支援に関するニーズを把握した

うえで，市立病院と連携して妊産婦・乳児を対象とした母子

保健事業の開催等に向けた準備を進めた。 

 Ａ 
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第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

２ 京北病院が提供するサービス 

 ⑵ 京北病院の機能強化の検討 

 

           

中期目標 在宅療養支援病院としての役割を果たすべく体制を整備すること。また，地域のニーズに応じ，地域包括ケアの拠点病院として，京北病院の機能強化について検討すること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

在宅療養支援病院としての体制整備を進

めるとともに訪問看護ステーションの機能

強化を行うことで，地域包括ケアの推進に

当たり，京北地域において中心的な役割を

担い，地域ニーズに応える。 

 

ア 在宅療養支援病院としての体制整備 

① 在宅療養支援病院の施設認定を取得 

し，２４時間往診対応及び急変時の入 

院受入れを行う。 

 

イ 訪問看護ステーションの機能強化 

① 機能強化型訪問看護ステーション

として，２４時間対応，ターミナルケ

ア，重症度の高い患者の受入れを行

う。 

 

ウ 地域ニーズを踏まえた地域包括ケアの

推進による，京北地域の活性化への貢献 

① 地域包括ケア病床を開設する。 

 

 

②  患者送迎サービスの充実等，病院機

能の強化を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

③ いきいき京北地域ケア協議会におい

て関係機関との連携を深め，地域包括

ケアの中心的役割を担う。 

 

 

 

④ 関係機関と連携し，地域ニーズのき

め細やかな収集に努めることで，時宜

を得たサービスを提供する。 

 

ア 在宅療養支援病院としての体制整備 

 ① 平成２７年４月に在宅療養支援病院の施設認定を取得し，

患者が住み慣れた地域で安心して療養生活を送れる体制を

整えた。 

 

イ 訪問看護ステーションの機能強化 

 ① 機能強化型訪問看護ステーションを目指し，ターミナルケ

アの取組を進めた。 

 

 

 

ウ 地域ニーズを踏まえた地域包括ケアの推進による，京北地域 

の活性化への貢献 

 ① 地域包括ケア病床への転床も視野に入れたシミュレーシ

ョンを実施し，導入に向けた検討を進めた。 

 

 ② 京北地域内における患者送迎サービスについて，定期便４

コース（細野・宇津，黒田・山国，上弓削，周山）の運行を

行った。 

   加えて，化学療法やＭＲＩ等の高度医療機器による検査や

京北病院では実施できない治療を市立病院で行うため，平成

２８年２月から両病院間を結ぶ患者送迎便の運行を開始し，

患者サービスの向上を図ると同時に市立病院のバックアッ

プのもと京北病院の医療機能を強化した。 

 

 ③ いきいき京北地域ケア協議会に参画している関係機関に

対して，京北病院の医療提供体制及び介護保険サービスに関

する情報を提供することで，関係機関との連携を深めるとと

ともに，京北地域における地域包括ケアの主体的役割を果た

した。 

 

 ④ 京北地域行政推進協議会及び花降る里けいほくプロジェ

クト実行委員会に参画し，行政機関や地元団体等の関係機関

と情報交換を行うことで，地域ニーズの収集・把握に努めた。 

また，把握した情報等を加味しつつ，京北病院の診療体制

や医療，健康に関わる取組等を周知する広報誌「スマイル通

信」を定期的に発行し，関係機関に配布することで連携を深

めた。 

 Ｂ 
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第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

２ 京北病院が提供するサービス 

 ⑶ へき地医療 

 

           

中期目標 
ア 京北地域における人口の動向や高齢化の進展などによる疾病構造や地域の医療ニーズの変化を踏まえた適切な入院・外来診療体制を確保し，総合診療専門医の確保及び育

成を目指すこと。 

イ 京北病院へのアクセスの確保に取り組むとともに，訪問診療，訪問看護など，在宅医療・介護サービスの提供を適切に行うこと。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

ア 法人として人的協力体制を整備するこ

とで，適切に入院・外来診療を行う。 

  また，地域医療の担い手として，幅広

い領域の疾病等に対して適切な初期対応

と継続診療を全人的に提供できる総合診

療専門医を確保・育成する。 

 

 

 

 

イ 患者送迎サービスを継続して実施する

とともに，診療所の利便性向上について

検討を行う。また，訪問診療や訪問看護

等の在宅医療・介護サービスの充実を図

る。 

 

 

 

【関連する数値目標】 

事  項 第1期計画目標 第2期計画目標 

訪問診療

件数 
960 件 1,440 件 

訪問看護

件数 
5,600 件 6,700 件 

（注１）訪問診療件数には，往診の件数を

含む。 

（注２）訪問看護件数には，訪問リハビリ

テーションの件数を含む。 

 

ア 法人としての人的協力体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 患者送迎サービス等利便性向上の検討

及び在宅医療・介護サービスの充実 

① 在宅機能の強化により，訪問診療，

訪問看護等の充実を図る。 

 

 

 

 

【関連する数値目標】 

数値目標 平成27年度目標 

訪問診療件数 1,360 件 

訪問看護件数 6,500 件 

（注１）訪問診療件数は，往診件数を含む。 

（注２）訪問看護件数は，訪問リハビリテ

ーション件数を含む。 

 

ア 法人としての人的協力体制の整備 

  平成２７年４月から，京北病院の常勤医師を３名から５名に

増員し，診療機能の強化を図った。また，市立病院から，消化

器内科医師や内科専攻医等の医師，診療放射線技師及び臨床検

査技師等の医療技術職の応援を継続して行うことで，法人とし

ての人的協力体制の整備に尽力した。 

また，同年８月からは，市立病院医師の応援を得て，月１回

の皮膚科外来を開設することで，京北地域の医療ニーズに応

え，より質の高い医療サービスを提供した。 

 

イ 患者送迎サービス等利便性向上の検討及び在宅医療・介護サ

ービスの充実 

 ① 常勤医師５名体制に増員したことにより，訪問診療が充実

した。 

また，積極的な訪問看護活動に取り組んだ結果，前年度及

び年度目標値を大きく超える実績を残すことができ，的確に

地域ニーズに応えることができた。 

 

【数値目標に対する実績】 

項 目 平成 26 年度 平成 27 年度 

訪問診療件数 
1,390 件 

(960 件) 

1,819 件 

(1,360 件) 

訪問看護件数 
6,347 件 

(5,800 件) 

6,931 件 

(6,500 件) 

                                 ※ （）内は年度目標 

  

 ② 京北地域内における患者送迎サービスについては，定期便

４コース（細野・宇津，黒田・山国，上弓削，周山）の運行

を行ったほか，平成２８年２月から市立病院と京北病院を結

ぶ患者送迎便の運行を開始し，市立病院にて化学療法やＭＲ

Ｉ等の高度医療機器による検査などを受けられる体制を整

備し，患者の利便性向上に努めた。 

 

 Ａ 
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第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

２ 京北病院が提供するサービス 

 ⑷ 救急医療 

 

           

中期目標 
京北地域における唯一の救急告示病院として，救急医療を提供する役割を的確に果たすこと。また，高度な医療を要する患者については，市立病院をはじめとする市内中心

部の急性期医療機関と連携し，これらの医療機関に転送すること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

市立病院との一体的運営の下，京北地域

における唯一の救急告示病院として，初期

救急医療を提供する役割を果たす。高度医

療を必要とする患者については，市立病院

を中心に市内中心部の急性期医療機関と連

携を図ることで適切な対応を行う。 

 

ア 市立病院との一体的運営による適切な

初期救急医療の提供 

 

 

 

 

 

 

イ 市立病院その他急性期医療機関との連

携による，高度医療を必要とする患者へ

の適切な対応 

 

ア 京北地域における唯一の救急告示病院として，院外心停止や

重症の患者等を積極的に受け入れ，初期救急医療の提供に努め

た。 

 

【参考】 

  ○ 救急患者数 ２，２１３人（２６年度 ２，２６８人） 

  ○ ＣＰＡ（院外心停止）件数 ２７件（２６年度 １４件） 

  

イ 手術や高度医療機器を用いた検査等，京北病院での対応が困

難な患者については，市立病院をはじめとする市内中心部の高

度急性期病院に搬送するなど，適宜連携を図って適切に対応し

た。また，緊急性のある症例については，ヘリコプターによる

患者搬送も行った。 

 

【参考】 

  ○ 救急患者全転送数     ６４人（２６年度 ４５人） 

  ○ うち市立病院への転送   ３４人（２６年度 ２６人） 

  ○   ヘリ搬送数      ２２人（２６年度 １３人） 

  ○   市立病院へのヘリ搬送 １３人（２６年度  ８人） 

    Ａ 
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第２ 市民に対して提供するサービスに関する事項 

２ 京北病院が提供するサービス 

 ⑸ 介護サービスの提供 

 

           

中期目標 介護老人保健施設を中心とし，できる限り住み慣れた地域や住まいで自立した生活が送れるよう支援していく施設介護サービス及び居宅介護サービスを提供すること。 
   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

介護サービスの提供に当たっては，居宅

介護支援事業所によるマネジメントの下，

介護老人保健施設による施設介護サービス

から，訪問看護及び通所リハビリテーショ

ン等による居宅介護サービスに至るまで，

幅広く提供する。 

 

ア 居宅介護支援事業所によるマネジメン

ト機能の発揮 

 

 

 

 

 

 

イ 介護老人保健施設による施設介護サー

ビスの提供 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 訪問看護及び通所リハビリテーション

等による居宅介護サービスの提供 

 

ア 平成２６年１０月に開設した居宅介護支援事業所によるマ

ネジメントにより，介護老人保健施設による施設介護サービス

から，訪問看護及び通所リハビリテーション等の各種居宅介護

サービスまでを効果的・効率的に提供することができた。 

 

【参考】居宅介護支援事業所利用者数 

  ○ 月平均１６．６人 （２６年度４．６人） 

 

イ 介護老人保健施設「はなふるさと」において，利用者の要介

護度や家族状況等，入所者の状態に応じて受入れを行った。 

 

【参考】介護老人保健施設による施設介護サービスの提供 

 平成 26 年度 平成 27 年度 

介護老健入所者数 
9,254 人 

(9,490 人) 

9,685 人 

（ － ） 

介護老健稼働率 
87.4% 

(89.7%) 

91.2% 

（91.7%） 

※ （ ）内は年度目標 

 

ウ 積極的な訪問看護活動や日常生活の自立を支援するための

通所リハビリテーションによる居宅介護サービスを提供し，い

ずれも前年度実績及び年度目標を上回った。 

 

【参考】訪問看護件数及び通所リハビリテーション利用者数 

項 目 平成 26 年度 平成 27 年度 

訪問看護件数（再掲） 
6,347 件 

(5,800 件) 

6,931 件 

(6,500 件) 

通所リハ利用者数 
2,522 件 

(2,400 件) 

2,528 件 

(2,400 件) 

                                 ※ （  ）内は年度目標 

 

 Ａ 
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第３ 市民に対する安心・安全で質の高い医療を提供するための取組に関する事項 

１ チーム医療，多職種連携の推進 

 

           

中期目標 必要な医療専門職を確保するとともに，各医療専門職が最大限の専門性を発揮し，迅速かつ高度なチーム医療を推進すること。 
   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

多職種カンファレンスの充実，入院早期

からの退院を見据えた多職種による診療計

画の策定など，各医療専門職が連携し，そ

れぞれの専門性を最大限に発揮できる多職

種連携の業務執行体制を一層推進する。 

 また，栄養サポートチーム，緩和ケアチ

ームなど各分野におけるチーム医療につい

て充実を図ることで，患者中心の最適な医

療の提供に努める。 

 

① 多職種カンファレンスの標準化や入院

早期からの多職種関与による効率的かつ

効果的な診療計画の作成徹底を図る。 

 

 

 

 

 

② 栄養サポートチーム（ＮＳＴ），緩和ケ

アチーム等による各分野におけるチーム

医療の充実を図る。 

 

① 入院前から患者の入院に係る情報収集を行い，退院支援の必

要性をチェックする等，早期から介入することで，退院に向け

て効率的かつ効果的な診療計画の作成に努めた。 

  また，チーム医療の推進のため，栄養サポートチーム，呼吸

ケアチーム，褥瘡（じょくそう）対策チーム，感染対策チーム

及び緩和ケアチーム等の多職種カンファレンスを組織し，入院

早期から介入する体制を整えた。 

 

② 市立病院において，以下のとおり各分野におけるチーム医療

を展開した。 

栄養サポートチーム（ＮＳＴ）では，病棟担当栄養士を中心

として，多職種による食事相談に取り組んだ。 

  緩和ケア科医師等をはじめとする緩和ケアチームでは，ミー

ティングや病棟ラウンドを行い，がん性疼痛のコントロールを

はじめ，嘔気・嘔吐などの消化器症状や不安・せん妄などの精

神症状に対応した。患者の苦痛軽減，ケアの方向性の確認等を

通じて，患者のＱＯＬの向上に努めた。 

  褥瘡チームでは，褥瘡を保有している患者に対して，第２火

曜日と第４火曜日に，皮膚科医師，看護師，薬剤師及び栄養士

から組織された多職種のチームで回診を行った。また，栄養サ

ポートチーム（ＮＳＴ）とも適宜連携を図り，回診前に担当栄

養士と対象者の栄養状態や栄養管理について検討を行った。 

  摂食嚥下チームでは，栄養科と連携した積極的な食事療法支

援を行い，平成２７年度は６，７３８食の嚥下食を提供（２６

年度 ５，４２６食）した。 

  京北病院では，管理栄養士を中心とするＮＳＴ委員会におい

て，入院患者・老健入所者の食事の摂取状況について情報共有

し，栄養状態の改善に取り組んだ。 

また，医師，看護師，理学療法士等で構成する褥瘡対策委員

会においては，褥瘡発生状況を報告するとともに，褥瘡の予防

や発生時の対策について検討し，職員への周知を行った。 

 

 

 

 

 

 Ａ 
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第３ 市民に対する安心・安全で質の高い医療を提供するための取組に関する事項 

２ 安全で安心できる医療の提供に関する事項 

 ⑴ 医療安全管理委員会及び医療安全研修の充実 

 

           

中期目標 
 

⑴ 医療安全に係る組織やマニュアルを不断に見直し，職員に対して効果的な教育を実施することにより医療安全体制を強化すること。 

  

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

⑴ 病院に設置する委員会において，医療 

安全に係る課題について継続的な議論を 

行うとともに，医療安全研修の充実等に 

取り組むことにより，医療安全体制の強 

化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 医療安全管理委員会及び医療安全研修 

の充実 

ア 医療安全管理委員会の充実 

① 科学的根拠を踏まえた医療安全対

策を立案し，医療安全管理委員会及

びリスクマネジメント部会の即応

性・専門性を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 医療安全研修の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑴ 医療安全管理委員会及び医療安全研修の充実 

 

 ア 医療安全管理委員会の充実 

  ① 転倒転落に係るデータを分析しハイリスク患者を抽出

する等，インシデント事例を分析して科学的根拠に基づく

対策を立案した。また，医療安全管理委員会の下部組織で

あるリスクマネジメント部会において，各部署安全マネー

ジャーを中心に，現場視点での事例検証や改善対策の立案

を行った。 

    なお，医療法改正に伴い，平成２７年１０月から医療事

故調査制度の運用が開始され，医療事故調査実施要綱及び

委員会開催までの体制を整備し，医療安全対策を強化し

た。 

     

 イ 医療安全研修の充実 

研修計画のもと，転倒予防等従前から実施してきた研修を

実施したほか，輸液ポンプ，シリンジポンプ等の新規導入す

る医療機器の安全使用に係るものなど喫緊の課題に対する

タイムリーな研修についても積極的に実施した。 

 また，平成２７年度からｅ－ラーニングを導入し，職員各 

自が都合の良い時間帯にタイムリーに研修を受講できる環 

境を整えた。 

 

 

【参考】医療安全研修受講者数 

  ○ １，４８０名（２６年度 １，９５５名） 

  ○ ｅ－ラーニング受講者 ３１９名（２６年度未実施）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ 
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第３ 市民に対する安心・安全で質の高い医療を提供するための取組に関する事項 

２ 安全で安心できる医療の提供に関する事項 

 ⑵ 医療安全レポートの提出徹底及び症例検討等による事故の発生防止 

 

          

中期目標 ⑵ 問題症例の検討や院内事故調査委員会の機能強化を図り，事故の再発防止に取り組むこと。      

          

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

⑵ 医療安全レポートの迅速な提出を徹底 

するとともに，統計に基づく適切な予 

防・対策及び重要・警鐘事例については

症例検討等による調査・分析を実施する

ことで，事故の再発防止に取り組む。 

  また，重大事例については，外部委員 

を含む医療事故調査委員会において適切 

に対応する。 

 

⑵ 医療安全レポートの提出徹底及び症例 

検討等による事故の再発防止 

 ア 医療安全レポート提出の推進 

① 総合情報システム及び医療安全に

係る部門システムの更新により，医

療安全レポートの提出を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 症例検討等を用いた調査・分析によ 

る事故の再発防止 

① 医療安全レポートのデータに基づ

いた科学的検証を実施する。 

 

② 重大・警鐘事例について，症例検

討等の手法により調査・分析を徹底

することで，迅速に再発防止策を立

案する。 

③ ハイリスク薬を含む薬剤について

適正管理・使用を徹底するとともに，

医薬品に関する情報収集・整理，研

修等をより充実させる。 

 

 

 

④ 重大事故発生時には，院内事故調

査委員会を開催し，適切に対応する。 

 

⑵ 医療安全レポートの提出徹底及び症例検討等による事故の 

再発防止 

ア 医療安全レポート提出の推進 

 ① 市立病院では，総合情報システムの活用や職員個人の意

識の向上により，医療安全レポート提出件数が前年度と比

べて大幅に増加した。 

   京北病院では，インシデントの報告方式を見直したこと

により，インシデント報告件数自体は減少したが，重大な

事象の発生はなかった。 

 

【参考】インシデント・アクシデント件数 

 ＜市立病院＞ 

○ インシデント  ２，４５９件（２，０１１件）  

○ アクシデント     ６２件（   ６５件） 

 ＜京北病院（病院）＞ 

   ○ インシデント    １２６件（  １７４件） 

   ○ アクシデント      ３件（    ３件） 

 ＜京北病院（介護）＞ 

   ○ インシデント     ４２件（   ９２件） 

   ○ アクシデント      ０件（    １件） 

※（ ）は平成２６年度実績 

 

イ 症例検討等を用いた調査・分析による事故の再発防止  

  

  ① 医療安全管理委員会等において，医療安全レポートの提

出促進に努め，インシデント及びアクシデント事例の迅速

な把握，分析，再発防止に活かした。 

  ② 重大・警鐘事例について調査・分析を行ったほか，ワー

キンググループを立ち上げ，医師用のチェックリスト及び

看護手順を作成する等，迅速に再発防止策を立案した。  

③ ハイリスク薬の管理について，手術室に薬剤師を配置し

て麻薬・筋弛緩剤・吸入麻薬等の管理及び払出しを行った

ほか，マニュアル・確認手順を全病棟に配置し，病院全体

で適正な管理体制を整えた。 

    また，「麻薬・向精神薬等の適正な取扱い」をテーマに

医療安全研修を実施し，職員全体の理解の定着を図った。 

    さらに，看護部ではＩＶナースの養成に注力し，より専

門性の高い看護の提供に努めた。 

  ④ 重大事故に対しては，専門の外部委員を招いて医療事故

調査委員会を開催し，報告書をとりまとめた。 

 Ｂ 
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第３ 市民に対する安心・安全で質の高い医療を提供するための取組に関する事項 

３ 医療の質，サービスの質の向上に関する事項 

⑴ 医療の質の向上に関すること 

 

           

中期目標 
ア 評価指標の活用や第三者機関の評価を受けることにより，医療の質の向上に努めること。 

イ 高度かつ標準的な医療を提供することができるよう，医療専門職の知識・技術の向上を図り，必要となる機器及び設備の計画的な充実に努めること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

ア 医療の質に関する客観的な指標の分析

や外部の評価機関による評価結果の公

表，分析・活用により，継続的な医療の

質向上の取組を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 最新の知見や資格の習得等に寄与する

学会・研修会への参加等に係る支援を積

極的に実施することで，医療専門職の知

識・技術の習得を促進し，高度かつ標準

的な医療の提供に努める。 

  また，医療機器については，整備・更

新計画を策定し，費用対効果や稼働目

標・実績等の検証を行うことで，効果的

な運用を図る。 

 

ア 客観的な指標を用いた継続性のある医

療の質向上の取組の推進 

① ＢＳＣ（バランススコアカード）の

視点を取り入れた独自の臨床指標を設

定し，現状の分析・公表のうえ，改善

活動を実施する。 

  

 

② 病院機能評価の評価基準及び評価結

果を活用することにより，継続的な質

改善の取組を実施する。 

 

③ 第三者機関による医療の質に係る評

価事業への参加及び評価結果の公表を

通じた改善活動を実施する。 

    

 

 

 

 

イ 最新の知見や資格の取得等の促進及び

医療機器の効果的な運用 

① 最新の知見や資格の習得等に寄与す

る学会，研修会への参加に係る支援を

積極的に実施すること等により，医療

専門職の知識・技術の習得を促進する。 

 

 

 

② 医療機器（新規導入・既存）の費用

対効果を検証し，良質な医療を提供す

るための効率的な整備・更新と効果的

な運用を行う。 

 

ア 客観的な指標を用いた継続性のある医療の質向上の取組の推  

 進 

 ① 市立病院独自の臨床指標（クリニカルインディケーター）１

０分野４１項目の実績を診療概要及びホームページにおいて

公表した。 

また，指標項目を見直し，バランススコアカードの視点を取

り入れて，１３分野４７項目に整理し，改善活動に取り組んだ。 

 

 ② 前回病院機能評価受診時（平成２６年１１月）の指摘事項を

活用し，継続的な質改善活動を促した。 

 

 

 ③ 日本病院会が実施する「ＱＩ（クオリティーインディケータ

ー）推進事業」，全国自治体病院協議会が実施する「医療の質

の評価・公表等推進事業」に参加し，当該指標に基づく実績を

定期的に把握した。 

   これらの指標については，院内委員会等に報告し，全国値と

の比較等を通じて分析することで，医療の質の向上や業務改善

を図った。 

 

イ 最新の知見や資格の取得等の促進及び医療機器の効果的な運 

 用 

 ① 医療専門職の知識・経験の向上を図るため，学会出張や研修

会への参加，専門性に関する資格保持に対する補助を行うな

ど，最新の知見の取得や専門性向上の支援を積極的に行った。 

 

 【参考】 医師等の専門性に関する資格保持に対する補助 

             １４１件（平成２６年度１４５件） 

 

 ② 市立病院の医療機器管理委員会において，医療機器整備計画

を策定し，機器導入後の維持コスト等も勘案したうえで，優先

度（緊急度・必要度）が高いものから機器更新等を行った。 

   ２７年度は，全身用Ｘ線ＣＴ診断装置や注射薬自動払出シス

テム等について機器更新した。 

   また，京北病院においては，市立病院使用機器の再利用も行

うなど，効率的かつ両病院の医療需要に応じた機器整備を実施

した。 

 

 Ａ 
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第３ 市民に対する安心・安全で質の高い医療を提供するための取組に関する事項 

３ 医療の質，サービスの質の向上に関する事項 

⑵ 患者サービスの向上に関すること 

 

           

中期目標 
ア 患者満足度を客観的に把握したうえで，継続的な改善策を講じ，患者サービスの向上を図ること。 

イ  市民ボランティアと職員の協働の積極的な推進や，市民モニターの活用を通じて，市民目線でのサービスの向上に努めること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

ア ご意見箱や患者満足度調査，市民モニ

ター制度等を活用し，継続的に業務改善

に取り組む。 

  また，待ち時間の短縮や，施設面にお

ける快適性・利便性の確保を通じて，患

者の療養環境の充実を図る。 

  職員の接遇については，適切な研修計

画を立案し，効果的な教育を実施するこ

とで，接遇・応対力の更なる向上に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 継続的な業務改善の実践及び患者の療

養環境の充実 

① ご意見箱，患者満足度調査，市民モ

ニター制度等を活用することにより，

業務改善に係るＰＤＣＡサイクルの運

用を徹底する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 継続的な業務改善の実践及び患者の療養環境の充実 

 

 ① 市立病院では，ご意見箱，患者満足度調査，市民モニター

制度等において患者等から寄せられた意見について，サービ

ス向上委員会を中心に業務改善に努めた。 

   特に，患者満足度調査結果については，業務改善シートを

用い，業務改善に取り組み，年度末には優秀部署の発表及び

表彰を行い，病院全体で共有し，今後の改善活動の促進につ

なげた。 

   これらの取組の結果，ご意見箱のご意見に占める感謝の割

合が上昇した。（平成２６年度３７％→平成２７年度４２％） 

   京北病院においても，患者満足度調査や地域の関係機関と

の連携を通じてニーズの把握とサービスの向上に向けて取

り組んだ。 

 

 【参考】    

  〇 市立病院外来患者満足度調査（満足，やや満足，どちら

ともいえない，やや不満，不満の５段階評価） 

・回答数 １，７７６件（回収率 ６６．８％） 

・結果 「満足」又は「やや満足」の割合 ７７．８％ 

 

〇 市立病院入院患者満足度調査（満足，やや満足，どちら

ともいえない，やや不満，不満の５段階評価） 

・回答数 ５６８件（回収率５６．８％） 

・結果 「満足」又は「やや満足」の割合 ９３．５％ 

 

  〇 京北病院外来患者アンケート調査（良い，普通，悪いの 

   ３段階評価） 

・回答数 １８９件（回収率９４．５％） 

・結果  「良い」と回答した患者の割合 

       医師       ８６％ 

       看護師・介護士  ７９％ 

       事務職員     ７３％ 

 

  〇 京北病院入院患者アンケート調査（良い，普通，悪いの

３段階評価） 

・回答数 ２６件（回収率８７％） 

・結果  「良い」と回答した患者の割合 

医師       ８５％ 

看護師・介護士  ９２％ 

事務職員     ７７％ 

 

 Ａ 
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② 入院支援センターを開設し，入院に

関する情報提供と相談業務を一元化・

標準化することにより，入院患者に対

する丁寧できめ細やかな支援を行う。 

 

 

 

 

③ 待ち時間の現状分析，再診患者完全

予約制の実施及び外来診療体制の整備

等により，紹介患者の待ち時間をゼロ

にすることに努めるなど，待ち時間短

縮に向けた取組を一層推進する。 

 

 

 

 

 

④ 売店やレストラン等を含む病院施

設・設備の利便性・快適性を追求する。 

 

 

 

⑤ 入院食における選択食の更なる拡充

を図り，快適な食事サービスを提供す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 職員の接遇・応対力の向上に向けた

研修を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 京北病院老健利用者アンケート調査（良い，普通，悪い

の３段階評価） 

・回答数 ２０件（回収率６７％） 

・結果  「良い」と回答した患者の割合 

医師       ８５％ 

看護師・介護士  ９０％ 

事務職員     ９０％ 

 

 ② 市立病院では，平成２７年１０月に入院支援センターを開

設し，消化器内科，眼科，泌尿器科を中心に運用した。 

入院前から，患者の情報を収集し，相談を受けることで，

早期に関係部署や機関と連携をとるなど，きめ細やかな患者

支援につなげた。 

  【参考】入院支援センター利用件数 

    ○ ２，６１６件（平成２７年１０月から） 

   

 ③ 市立病院では，回復期や慢性期でかかりつけ医への逆紹介

が可能な患者の逆紹介を進め（平成２６年度１０８．２％→

平成２７年度１０９．７％），予約患者数の適正化を図るこ

とにより待ち時間の短縮に取り組んだ。 

   また，地域の医療機関からの紹介患者については，広報や

訪問活動を通じて，紹介患者事前予約センターの周知に努め

ている。 

   京北病院では，外来は新規・再来ともに予約制を導入し， 

待ち時間の短縮に努めている。 

 

 ④ ＳＰＣにより運営されるコンビニエンスストアやカフェ，

レストラン，患者図書室の運営状況については，月次報告書

やＰＦＩ事業推進調整会議において確認，意見交換を行って

おり，良好な患者サービスの提供を確認している。 

    

 ⑤ 市立病院では，入院食の提供において，残食調査や喫食調

査，嗜好調査，検食等により，現状の把握及び改善に引き続

き努めた。新たな取組として，食事と健康に関する情報を掲

載したカードを毎食配布した。また，選択食を毎昼夕に拡大

し，食事サービスの向上を図った。 

京北病院では，入院食の残食調査，嗜好調査（年４回）を

実施するとともに，検食により給食内容の改善に取り組んで

いる。また，旬の食材や地元産の野菜を使用するほか，月ご

とに行事食を提供し，食事に季節の彩りを与えている。 

 

 ⑥ 職員の接遇・応対に関する研修については，新規採用職員

対象のもののほか，全職員を対象とした研修を実施し，接遇

及び応対力の向上に努めた。 
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イ ボランティアとの協働や市民モニター

の活用 

  ボランティア事業については，市民ボ

ランティア登録者数の増加や，活動領域

の拡大により，ボランティア活動の更な

る充実を図る。 

  市民モニター制度については，実践的

なモニタリングを通じて市民目線による

評価及び提案を受けることで業務改善の

促進を図る。 

 

イ ボランティアとの協働や市民モニター

の活用 

① ボランティア活動員募集に係る広報

活動の強化及び活動領域の拡大検討を

行うことにより，ボランティア事業の

充実を図る。 

 

 

② 市民モニター制度において，より実

践的なモニタリングを実施し，市民目

線による業務改善を推進する。 

イ ボランティアの協働や市民モニターの活用 

 

 ① 市立病院のボランティアについては，外来の案内や支援，

小児科病棟での遊び支援等を行っている。 

   ボランティア募集チラシやボランティア情報誌「ボラボ

ラ」を市役所，区役所・支所等に配架し，活動員の募集及び

活動の周知を行い，ボランティアの充実に努めた。 

 

 ② 市立病院の市民モニター制度については，市民モニター会

議を２回開催し，市民から市立病院の患者サービスのあり方

について評価と提案を受け，サービス向上委員会で改善に向

けた議論を行った。 
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第３ 市民に対する安心・安全で質の高い医療を提供するための取組に関する事項 

４ 適切な患者負担の設定 

 

           

中期目標 誰もが公平な負担で，必要かつ十分な医療を受けることができるよう，適切な料金を定めること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

誰もが公平な負担で，必要かつ十分な医

療を受けることができるよう，適切な料金

を定め，運用する。 

 

誰もが公平な負担で，必要かつ十分な医

療を受けることができるよう，適切な料金

を定め，運用する。 

 

各種料金の額については，病院等管理規程で定め，適正に運用 

した。 

 また，平成２８年度診療報酬改定に伴う選定療養費の料金改定

については，充分な周知期間を設けたうえで，院内掲示やホーム

ページ掲載等の方法により周知を図り，改定に備えた。 

 

 

 

 

 Ａ 
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第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

１ 迅速性・柔軟性・効率性の高い運営管理体制の充実 

 ⑴ 迅速かつ的確な組織運営 

 

           

中期目標 
⑴ 迅速かつ的確な組織運営 

  地方独立行政法人の利点をいかして，理事長のリーダーシップによる迅速な意思決定と組織的な業務運営を図ること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

⑴ 迅速かつ的確な組織運営 

理事長のリーダーシップによる迅速な意

思決定を行うとともに，理事会の適正な運

営や院内会議・委員会等における効率的な

業務執行を通じて，組織的な業務運営を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴  迅速かつ的確な組織運営 

ア 理事長のリーダーシップによる迅

速な意思決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 効率的な業務執行を通じた組織的

な業務運営 

① 理事会や院内委員会等を適切に

運営するとともに，ＰＤＣＡサイク

ルを用いて業務進捗確認の徹底を

行うことにより，組織的・効率的な

業務運営を図る。 

 

② 法人理念や病院憲章について，研

修等により職員全員に浸透させる。 

 

③ 必要に応じた弾力的な組織の見

直しを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 迅速かつ的確な組織運営 

 ア 理事長のリーダーシップによる迅速な意思決定 

   毎月の診療部長会や毎週の診療管理委員会，年度当初と下半期当初に

全診療科・病棟・部門を対象として実施した理事長ヒアリングにおいて，

理事長自らが経営状況や目標を直接指示し，医師の経営参画を促した。 

また，下半期に入り，理事長自らが市立病院の重点目標「３本の矢」（新

入院患者の週３００名獲得，救急車・紹介患者を断らない，手術の難易

度・件数の向上）を示すことで，法人の運営方針を明確にし，目標を上

方修正した。その結果，過去最高の月間稼動額，年間稼働額を達成した。 

   新たな取組として，長期休暇期間中における治療の継続性を確保する

ために，９月のシルバーウィーク及び年末年始に市立病院の一部開院を

行い，放射線治療や外来化学療法等を実施した。 

 

 シルバーウィーク 年末年始 

日 時 9 月 23 日(水) 12 月 23 日(水) 12 月 29 日(火) 

内 容 

放射線治療 28 名 

化学療法   9 名 

放射線治療 45 名 

化学療法   12 名 

内視鏡検査 12 名 

予定手術   3 名 

放射線治療  35 名 

化学療法  12 名 

内視鏡検査  15 名 

予定手術   4 名 

 

 イ 効率的な業務執行を通じた組織的な業務運営 

  ① 理事会開催週の経営企画会議の場で，理事会の報告を行い，理事会

の議論状況や外部理事・監事の意見を法人幹部職員に伝達することに

より，迅速な意思決定につなげた。 

    また，四半期毎に年度計画の実績報告会を行い，組織的な業務運営

を図った。 

 

 

  ② 新規採用職員研修等にて，法人理念や病院憲章，倫理方針について

全職員への浸透を図った。 

 

  ③ 市立病院の機能強化のため，診療部の体制充実を図った。 

    ４月・１０月 副統括診療部長を１名ずつ増員し，３名体制に 

        ８月 消化器外科部長の配置 

        ８月 緩和ケア科部長の専従配置 

       １０月 小児科血液部長の新設 

       １０月 整形外科人工関節部長の新設 

また，非血縁者間造血細胞移植施設に必要となる認定造血細胞移植

コーディネーターを平成２７年１０月１付けで１名採用した。 

京北病院においても，常勤医師３名体制から５名体制に充実させた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 
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第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

１ 迅速性・柔軟性・効率性の高い運営管理体制の充実 

 ⑵ 情報通信技術の利用 

 

           

中期目標 
⑵  情報通信技術の活用 

  電子カルテや医事会計システム等を含めた総合情報システムの更新により，効率的かつ効果的な運用に努めること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

⑵ 情報通信技術の活用 

電子カルテを含めた総合情報システムを

更新し，市立病院及び京北病院のネットワ

ーク環境の一元化を図ることにより，効率

的な情報管理を行う。 

 

⑵ 情報通信技術の活用 

 ① 総合情報システムを更新するとと 

もに，更新に伴う運用ルールを的確 

に整備する。 

 

 

② 情報セキュリティ上の様々な脅威に

対して適切に対処する。 

 

 

⑵ 情報通信技術の活用 

 ① 電子カルテシステムを含む総合情報システムを市立病院にて更新し 

（６月），京北病院でも新規導入を図った（８月）。その結果，両病院間 

で患者情報をリアルタイムで共有し，より迅速かつ的確な診療サービス 

を提供するための基盤が整った。 

 

 ② 委託企業職員等を含む全職員を対象とした個人情報保護研修を行い，

１０７名（２６年度６５名）が受講した。過去事例の検証を行い，職員

個々人の情報セキュリティに対する意識を高めた。 

また，個人所有ＵＳＢメモリの使用や院内貸出用ＵＳＢメモリの管理

に係るルールの厳格化を図った。 

 

【参考】 

○ 個人情報開示件数  ０件（平成２６年度  ０件） 

○ 公文書公開件数   ０件（平成２６年度  ０件） 

○ カルテ開示件数  ８２件（平成２６年度 ６６件） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 
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第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

２ 優秀な人材の確保・育成に関する事項 

 ⑴ 医療専門職の確保 

 

           

中期目標 
⑴ 医療専門職の確保 

医療機能を十分に発揮できるよう，必要な医療専門職を確保すること。  

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

⑴ 医療専門職の確保 

 法人の役割及び医療機能を最大限発揮す 

るに当たり必要な医療専門職を確保するた

め，柔軟な職員採用を行う。 

医師については，市立病院において高度

医療を担う専門性の高い医師の，京北病院

においては幅広い領域に関する知識と経験

を有する総合診療専門医の確保・育成を図

る。 

看護師については，重症度，医療・看護

必要度を踏まえた必要な人員を確保する。 

また，チーム医療を推進するための多様

な医療専門職についても必要十分な人員の

確保を図る。 

 

⑴ 医療専門職の確保 

 ① 法人の役割及び医療機能を最大限発

揮するため，必要な医療専門職の柔軟

な採用を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 医療専門職の確保 

 ① 医師については造血細胞移植分野の強化や整形外科手術

の推進等のための採用を行った。その他，看護師をはじめ医

療技術職や事務職員においても，経験者など現場で即戦力と

なる人材を柔軟に採用し，医療機能を最大限発揮できる体制

づくりを行った。 

 

【参考】職員数（４月１日時点） 

   ○市立病院（経営企画局職員を含む。） 

 H26 H27 H28 

医師 203 197 189 

看護師 476 489 507 

放射線技師 29 30 30 

薬剤師 25 26 28 

検査技師 23 23 24 

工学技師 10 10 11 

栄養士 5 7 7 

リハビリ 13 13 19 

ＭＳＷ 6 8 10 

事務その他 58 56 54 

合 計 848 859 879 

  ○京北病院 

 H26 H27 H28 

医師 3 5 5 

看護師 29 31 30 

放射線技師 1 1 1 

薬剤師 2 2 2 

検査技師 1 1 1 

栄養士 1 1 1 

リハビリ 3 3 3 

ＭＳＷ 0 0 0 

事務その他 4 5 5 

合 計 44 49 48 

 

【参考】専門看護師・認定看護師，専門薬剤師・認定看護師数 

 H26 H27 H28 

専門看護師 3 4 4 

認定看護師 14 17 16 

専門薬剤師 4 4 4 

認定薬剤師 10 13 13 

 

 Ａ 
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② 医師については，市立病院において

高度医療を担う専門性の高い医師の，

京北病院において幅広い領域に関する

知識と経験を有する医師の確保・育成

を図るため，大学等関係機関との連携

や，学会への参加機会の確保等教育研

修の充実を図る。 

 

③ 看護師については，必要な人員を確

保するため，臨地実習の更なる充実や

京都市看護師就学金融資制度の活用を

図り，就職説明会等において積極的な

情報発信を行う。また，充実した院内

保育所についても，広報等において十

分な活用を図る。 

 

 

 

 

④ 両病院の特色を積極的に情報発信す

るための広報活動を展開するととも

に，ホームページのリニューアルを行

うことにより，魅力ある情報を常に発

信できる仕組みを構築する。 

 

○ 専門看護師  がん看護２名，急性・重症患者看護１名， 

母性看護１名 

  ○ 認定看護師  がん化学療法看護２名，がん放射線療法看

護１名，がん性疼痛看護１名，透析看護１

名，緩和ケア２名，乳がん看護１名，感染

管理２名，摂食・嚥下障害看護１名，皮膚・

排泄ケア１名，救急看護１名，新生児集中

ケア１名，脳卒中リハビリテーション看護

１名，糖尿病看護１名，集中ケア看護１名 

   ○ 専門薬剤師   がん専門薬剤師３名，感染制御薬剤師１名 

   ○ 認定薬剤師  がん薬物療法認定薬剤師２名，緩和薬物療

法認定薬剤師２名，感染制御認定薬剤師１

名，抗菌化学療法認定薬剤師２名，ＨＩＶ

感染症薬物療法認定薬剤師１名，小児薬物

療法認定薬剤師１名，救急認定薬剤師１名，

医療薬学会認定薬剤師１名，漢方薬・生薬

認定薬剤師２名 

 

 ② 国内外の学会参加等に係る出張旅費，参加費等を支給する

ことで，高度な医療技術習得の機会となる学会，研修会等へ

の参加支援を行った。 

【参考】 

○医師等の専門性に関する資格維持に対する補助 

１４１件（平成２６年度 １４５件） 

○医師学会等出張 ６６４件（平成２６年度 ６９０件） 

 

 ③ 看護職員の確保に当たっては，院内の看護師確保定着プロ

ジェクトにおいて，近畿圏内の看護大学等の看護師養成機関

への精力的な訪問活動，就業フェアへの積極的な参加，病院

見学会の開催，インターンシップ事業の実施等，人材確保に

向けた広報活動を行い，選ばれる病院となるよう積極的な情

報発信を行うとともに，臨地実習の質の向上等に取り組ん

だ。 

   また，産休・育休制度のほか，院内保育所についても，積

極的に情報発信することで，法人の福利厚生内容をアピール

し，必要な人材の確保に活用した。 

 

 ④ 先行して市立病院のホームページのリニューアルを行い，

機構及び京北病院のホームページについても順次リニュー

アルを行った。スマートフォンでも見やすいシステムとする

ことで，閲覧者の増加を図った。 
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第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

２ 優秀な人材の確保・育成に関する事項 

 ⑵ 人材育成・人事評価 

 

           

中期目標 

⑵ 人材育成・人事評価 

ア 人材育成 

   医療，介護等に関する倫理観と専門知識・技術を持った職員の計画的な育成に努めること。 

イ 人事評価 

   職員の意欲及び主体性の向上並びに組織の更なる活性化のため，職員の能力，勤務実績を適正に評価する人事評価システムの適切な運用を図ること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

⑵ 人材育成・人事評価 

 ア 人材育成 

医療に関する倫理観と専門知識・技術

を計画的に高めるため，教育研修センタ

ー（仮称）を設置し，総合的な研修計画

の立案・実施・評価及び研修に係る職員

情報の一元化を図ることで，教育研修機

能を充実させる。 

また，専門性向上のための学会・研修

会等への参加や専門資格の取得を奨励す

ることで，職員の知識・技術等の向上を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 人材育成・人事評価 

ア 人材育成 

（ア） 教育研修センター（仮称）の設置

等による教育研修機能の充実 

① 総合的な研修計画の立案・実

施・評価及び研修に係る職員情報

の一元化を図るため，教育研修セ

ンター（仮称）の設置準備を進め

る。 

②  臨床研修プログラムについて，

臨床研修医と臨床指導医間の双方

向性評価を充実させるため，ＥＰ

ＯＣシステムを導入する。 

 

③  医療制度や病院経営，医療事務

等に精通する事務職員を育成する

ため，教育・研修を充実させる。 

 

 （イ） 専門性向上のための学会・研修会

等への参加や専門資格の取得の奨励 

① 職員の専門性向上のための資格

取得等を奨励するとともに，より

高度な医療技術を習得するための

院外の学会，研修会等への参加機

会を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 人材育成・人事評価 

 ア 人材育成 

 （ア）教育研修センター（仮称）の設置等による教育研修機能

の充実 

   ① 教育研修センター（仮称）の設置準備として，医療専

門職の院内研修実態や他病院の調査等を行った。また，

法人採用事務職員等の人材育成に向けた研修計画の検

討を進めた。 

 

   ② 年度当初に，オンライン卒後臨床研修評価システム

（ＥＰＯＣ）を導入し，滞りなく運用した。 

 

 

 

   ③ 医療制度や病院経営，医療事務等に関する研修に積極

的に職員を派遣した。 

   

    

 （イ）専門性向上のための学会・研修会等への参加や専門資格 

の取得の奨励 

① 引き続き，医師，認定看護師等の資格維持に係る必要

経費等を補助した。 

【参考（再掲）】 

○医師等の専門性に関する資格維持に対する補助 

１４１件（平成２６年度 １４５件） 

○医師学会等出張 ６６４件（平成２６年度 ６９０件） 

 

  

【参考】 専門看護師・認定看護師，専門薬剤師・認定看護師数（再掲）  

 H26 H27 H28 

専門看護師 3 4 4 

認定看護師 15 17 16 

専門薬剤師 4 4 4 

認定薬剤師 10 13 13 

 

○ 専門看護師  がん看護２名，急性・重症患者看護１名， 

母性看護１名 

  ○ 認定看護師  がん化学療法看護２名，がん放射線療法看

護１名，がん性疼痛看護１名，透析看護１

 Ａ 
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 イ 人事評価 

全職員を対象に実施し，公正な運用を

行うことで，職員の業務に対する意欲や

目的意識の向上を目指すなど，人材の育

成と組織の活性化を図る。 

また，評価結果については，人事評価

制度の趣旨を踏まえ，職員研修等におい

て適切に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 人事評価 

① 職員の能力，勤務実績を反映した

人事評価制度を適切に運用し，評価

結果を職員研修等に活用するととも

に，人事評価制度におけるインセン

ティブの導入について検討する。 

 

名，緩和ケア２名，乳がん看護１名，感染

管理２名，摂食・嚥下障害看護１名，皮膚・

排泄ケア１名，救急看護１名，新生児集中

ケア１名，脳卒中リハビリテーション看護

１名，糖尿病看護１名，集中ケア１名  

   ○ 専門薬剤師   がん専門薬剤師３名，感染制御薬剤師１名 

   ○ 認定薬剤師  がん薬物療法認定薬剤師２名，緩和薬物療

法認定薬剤師２名，感染制御認定薬剤師１

名，抗菌化学療法認定薬剤師２名，ＨＩＶ

感染症薬物療法認定薬剤師１名，小児薬物

療法認定薬剤師１名，救急認定薬剤師１名，

医療薬学会認定薬剤師１名，漢方薬・生薬

認定薬剤師２名 

 

 

 イ 人事評価 

  ① 人事評価制度については，人材育成及び組織の活性化を

目的として，平成２６年度からは全職員に拡大して実施し

ている。 

    制度の運用に当たっては，所属長とのヒアリングを通し

て，個々の職員の業務意欲や課題等を共有し，職員研修等

の機会に活用した。 

また，インセンティブの導入については，独自の給与制

度構築と併せて検討を進めた。 
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第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

２ 優秀な人材の確保・育成に関する事項 

 ⑶ 職員満足度の向上 

 

           

中期目標 
⑶ 職員満足度の向上 

  職員のワークライフバランスを確保するとともに，職員が誇りや働きがいを持って職責を果たすことができるよう，職員の働きやすい環境を整備すること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

⑶ 職員満足度の向上 

多様な勤務形態の提供等により，職員の

ワークライフバランスの確保に努めるとと

もに，労働安全衛生に係る取組の充実を図

ることにより，職員の働きやすい環境を整

備する。 

また，人材育成や人事評価を適切に行う

とともに，職員提案制度の充実による業務

改善，業務遂行の意識の向上等により，職

員が自信と誇りを持ち，働きがいを感じる

ことのできる職場環境を構築する。 

 

⑶ 職員満足度の向上 

 ア 職員の働きやすい環境の整備 

① 職員のワークライフバランスに配

慮した多様な勤務形態等の検討を行

うとともに，職員の勤務管理・勤務

環境改善の取組を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 安全衛生委員会において，メンタ

ルヘルス対策の充実，職員の健康診

断受診率の向上，労働災害・公務災

害に係る原因の分析等に取り組むこ

とにより，安全衛生に係る取組の充

実を図る。 

 

 

 

 

 

 

③ 平成２６年度までの一般事業主行

動計画の総括を行うとともに，新た

に一般事業主行動計画を策定し，時

間外勤務の縮減や年次休暇取得率の

向上を図る。 

 

 

 

 

⑶ 職員満足度の向上 

 ア 職員の働きやすい環境の整備 

  ① 所属長等に対し長時間勤務職員の解消の通知を行った

ほか，時間外勤務の縮減及び年次休暇等の積極的な取得を

促す理事長通知の発出を行い，定時退勤日においては，勤

務時間終了後に，所属長等が退勤を促すなどの取組を進め

た結果，時間外勤務時間数及び年次休暇取得日数が改善し

た。 

  

【参考】時間外勤務・年次有給休暇取得状況 

○ １人当たり月平均時間外勤務時間数 

       １５．２時間（平成２６年度１５．３時間） 

○ １人当たり年次休暇取得日数 

          ９．４日（平成２６年度８．５日） 

 

【参考】育児短時間勤務制度等利用状況 

    ○ 育児短時間勤務制度利用者数 

       平成２７年度  １名（平成２６年度 １名） 

    ○ 短時間勤務制度利用者数 

       平成２７年度 １７名（平成２６年度１０名） 

 

  ② 安全衛生委員会を毎月開催し，労働者の危険防止対策，

健康障害対策等の安全衛生に関する諸問題の審議等を行

うとともに，産業医による職場巡視を毎月行い，巡視結果

を踏まえた指導を実施した。 

    また，安全衛生委員会と連携して，ＶＤＴ作業従事者健

診やＢ型肝炎・風疹・麻疹等の各種検査，インフルエンザ

ワクチンの接種，作業環境測定等を継続的に実施し，職員

の健康の保持・増進及び快適な職場環境づくりに努めた。 

    このほか，全国安全週間，自殺予防週間等において，ポ

スターの掲示やリーフレットの配布等を通じて，安全衛生

に係る意識の啓発を図った。 

 

  ③ 平成２６年度までの一般事業主行動計画の総括を行う

とともに，新たな一般事業主行動計画（平成２７年度～３

０年度）を策定した。 

 

【参考】一般事業主行動計画の目標値 

    ○ 平均時間外勤務時間数 月１２．０時間以内 

    ○ 年次休暇取得日数   年間１０．０日以上 

 

 

 Ｂ 
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④ 働きやすい職場づくりのための職

員からの相談体制を整える。 

 

 

 

 

イ 職員にとって働きがいのある職場環

境の構築 

① 人事評価制度の運用による職員の

業績の人事管理への適切な反映や，

職員提案制度等の利用促進による職

員の創意工夫の奨励，勤務意欲の高

揚を推進する。 

 

 

② 職員満足度調査を継続して実施

し，詳細な分析を行うことにより，

職員満足度の向上に必要な改善に取

り組む。 

  ④ 新規採用職員や人事異動後職員を対象とする異動後面

談を実施したほか，法人内外に設置されているメンタルヘ

ルス，ワークライフバランス等に関する相談窓口の周知を

行い，職員からの相談体制を整えた。 

 

 

イ 職員にとって働きがいのある職場環境の構築 

 

  ① 職員提案制度については，院内周知にあたり事例を紹介

するなど，職員が業務改善提案等の意見を出しやすい環境

の整備に努め，職員の意欲向上を図った。 

 

【参考】職員提案実績 

○ ５件（平成２６年度 ５件） 

 

  ② 職場における業務遂行及びコミュニケーションの状況

等について把握するため，職員満足度調査を継続して実施

し，とりわけ医師の回答数が増加した（２６年度４７名→

２７年度７２名）。調査結果については，経営企画会議の

場で報告され，病院幹部職員全員で議論を行うことで，職

員満足度の向上につなげている。 

   

【参考】職員満足度調査結果 

「市立病院・京北病院に勤務していることを誇りに思うか」 

 思う 
ある程度

思う 

どちらで

もない 

あまり思

わない 
思わない 

27 年度 18% 36% 35% 9% 2% 

26 年度 12% 37% 38% 10% 3% 
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第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

３ 給与制度の構築 

 

           

中期目標 職員の人事評価や法人の業務実績等に応じた給与制度を構築するとともに，職員給与は，常に社会情勢に適合したものとすること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

人事評価制度や法人の業務実績等を反映

し，職員の努力が報われ組織全体の意欲の

喚起につながるとともに，社会情勢に適合

した独自の給与制度を構築する。 

 

社会情勢に適合した法人独自の給与制度

への早期移行を目指し，その中で，人事評

価制度や法人の業務実績等を給与制度に反

映する方法について検討を行う。 

 

 

 法人として主体的に給与を決定するため，法人独自の新たな人

事給与制度を構築した。また，人事評価制度や法人の業務実績等

を反映する方法についても検討を進めた。 

 

 

 Ａ 
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第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

４ コンプライアンスの確保 

 

           

中期目標 
研修の実施等により職員のコンプライアンスに対する意識を向上させるとともに，情報公開の徹底や，法人内外からのチェックなどによりコンプライアンスの確保を図るこ

と。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

法人の理念，病院憲章，倫理方針及び医

療法その他の関係法令等の遵守について職

員研修を充実し，職員の意識を向上させる

とともに，日々の業務を通じて規程・基準

の点検・改善を行うことにより，組織全体

のコンプライアンスの定着を図る。 

 また，情報公開を推進するとともに，監

事及び会計監査人等法人内外のチェック機

能を活用した取組を推進する。 

ア コンプライアンスに係る職員教育の実 

 施 

① 法人理念，病院憲章，倫理方針及び

コンプライアンス指針等を体系化した

研修計画に基づくコンプライアンスに

係る職員教育を実施する。 

 

 

イ 日々の業務を通じた規程・基準の点

検・改善 

① ＵＳＢメモリ等の電子媒体を通じた

情報の持出し及び持込みについて院内

基準を遵守することにより情報管理の

徹底を図る。 

 

ウ 情報公開の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 監事及び会計監査人等法人内外のチェ

ック機能の活用 

 ① 監事及び会計監査人の指導・監査を

病院運営に活用する。 

 

ア コンプライアンスに係る職員教育の実施 

  

① 新規採用職員に対して，研修時に法人理念や病院憲章に関

する研修を行ったほか，全職員を対象としたコンプライアン

ス研修（平成２７年１２月），外部の学識者を招いて倫理研

修（平成２８年１月）を実施し，職員の倫理・規範意識を高

めた。 

 

イ 日々の業務を通じた規程・基準の点検・改善 

 

 ① 個人所有ＵＳＢメモリの使用及び持込み禁止に係る通知

の発出等を行い，ルールの徹底を図ると同時に，ＵＳＢメモ

リ運用管理要綱を改正し，ＵＳＢメモリの貸出・返却ルール

を厳格化することにより，情報管理の徹底を図った。 

 

ウ 情報公開の推進 

  会計規程や契約規程等の規程類のほか，理事会の開催概要，

決算に係る財務諸表及び業務実績に係る評価委員会の評価結

果等について，ホームページにて積極的に公開した。 

  その他，市立病院では院外広報誌「やすらぎ」や地域医療機

関向け広報誌「診療概要」・「連携だより」，京北病院では「ス

マイル通信」等を発行して病院の特色や診療実績・診療技術等

の情報公開を行った。 

 

エ 監事及び会計監査人等法人内外のチェック機能の活用 

 

 ① 監事及び会計監査人の指導・監査を病院運営に活用する。 

   監事及び会計監査人の決算監査を受審し，発見された事項

について改善を図った。 

   さらに，平成２６年度に受審した京都市の財政援助団体等

監査の指摘事項の改善にも取り組んだ。 

   また，平成２７年度決算に向けて，会計監査人の期中監査

を受審し，次年度監査に備えた。 

 

 

 

 Ｂ 
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第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

５ 個人情報の保護 

 

           

中期目標 職員に個人情報を保護することの重要性を認識させ，その管理を徹底させること。 
   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

法人の個人情報保護方針及びその他の関

係法令等を遵守し，個人情報の保護を図る。

また，研修の充実，個人情報管理の取組を

推進することにより，組織全体の個人情報

保護意識の徹底を図る。 

 

ア 法人の個人情報保護方針その他関係法

令等の遵守 

 

 

 

 

 

イ 組織全体の個人情報保護意識の徹底 

① 各部署に個人情報管理者を配置し，

部署単位での個人情報保護に係る取組

を展開することにより，組織的に個人

情報保護の徹底を図る。 

 

 

 

② 事例検討等を交えた職員研修を実施

し，全職員の個人情報保護意識の醸成

を図る。 

ア 法人の個人情報保護方針その他関係法令等の遵守 

  個人情報保護については，法人の個人情報保護委員会を中心

に条例上の実施機関として京都市と同様の措置を講じている。

平成２７年度は，番号法の施行に伴い，法人の個人情報保護規

則を見直したほか，人事給与関係事務における特定個人情報の

取扱要綱を制定し，マイナンバーの適正管理に取り組んだ。 

 

イ 組織全体の個人情報保護意識の徹底 

 ① 総合情報システムを活用して個人情報に係るインシデン

ト事例を収集し，個人情報保護委員会の際に報告を行い，情

報共有を図った。 

また，ＵＳＢメモリ運用管理要綱を改正し，ＵＳＢメモリ

の貸出・返却ルールを厳格化することにより，情報管理の徹

底を図った。 

 

 ② 委託企業職員等を含む全職員を対象とした個人情報保護

研修を行い，１０７名（２６年度６５名）が受講した。過去

事例の検証を行い，職員個々人の情報セキュリティに対する

意識を高めた。 

 

【参考】 

○ 個人情報開示件数   ０件（平成２６年度  ０件） 

○ 公文書公開件数    ０件（平成２６年度  ０件） 

○ カルテ開示件数   ８２件（平成２６年度 ６６件） 

 

 

 

  

 

 

 Ｂ 
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第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

６ 戦略的な広報と分かりやすい情報の提供 

 ⑴ 広報媒体の充実と地域に対する積極的な情報発信 

 

           

中期目標 ⑴ 医療サービスや法人の運営状況について市民の理解を深められるよう，目的や対象に応じた適切な内容や媒体による戦略的な広報を行うこと。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

⑴ 広報誌やホームページ等の各種広報媒 

体を充実させることで，市民に対する，

病院の特色や取組内容等の分かりやすい

情報発信に努める。 

また，地域の関係医療機関への訪問活 

動の充実により，地域に対して積極的に

情報発信する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 広報媒体の充実と地域に対する積極的 

な情報発信 

ア 各種広報媒体の充実による市民に対

する分かりやすい情報発信 

① 時機やターゲットを見極めた計画

的な広報を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

② 病院の特色や取組についてタイム

リーで効果的な情報発信を行うた

め，ホームページのリニューアルを

行う。 

 

③ 院外広報誌の発行により，地域へ

の定期的な情報発信に努めるととも

に，市立病院のグランドオープン及

び創立５０周年を踏まえた広報活動

を展開する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 広報媒体の充実と地域に対する積極的な情報発信 

  

ア 各種広報媒体の充実による市民に対する分かりやすい情

報発信 

① 健康教室など市民公開講座の市民しんぶんへの掲載，新

規の取組やイベントの広報発表，看護師確保及び人間ドッ

ク割引周知の地下鉄広告など時期やターゲットに合わせ

て広報活動を実施した。 

先進医療や患者送迎バスのＰＲポスターを制作し，最寄

駅，各区役所・支所等への掲示等も行った。 

また，「がん患者とご家族のための食事のヒント」の冊

子を新たに作成し，配布した。 

 

② 機構，市立病院，京北病院のホームページの全面リニュ

ーアルを行った。 

ホームページの閲覧状況の分析等を行い，タイムリ－で

効果的な情報発信に努めている。 

 

③ 院外広報誌「やすらぎ」を年４回，各４，０００部（４

月，７月，１０月，１月）発行し，院内，市役所，区役所，

保健センター等へ配架，関係医療機関への送付，ホームペ

ージへの掲載を行った。 

  地域医療機関向けに「診療概要」及び「連携だより」（年

４回）を発行するとともに，診療科ごとの特色・強みをま

とめた「アピールポイント集」や「かかりつけ医名簿」を

新たに作成し，地域連携の一層の強化に努めた。 

京北病院においても，診療体制や医療，健康に関わる取

組等を周知する広報誌「スマイル通信」を発行し，関係機

関に配布，市立病院での配架等を行った。 

 

④ 市立病院創立５０周年として以下の事業を行い，広報発 

表のうえ，メディア掲載に至った。 

     ・巡回バスの運行開始・記念式典 

     ・市立病院イメージキャラクター「みぶまる」「みぶ

りん」の制作 

     ・ホームページ全面リニューアル 

     ・観楓の庭（北館ロータリー）冬季イルミネーション 

     ・市立芸術大学生の作品展示（１１点） 

     ・電気自動車の配備とそれを活用した非常用電源の確

保 

 

 

 Ｂ 
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イ 地域の関係医療機関への訪問活動

の充実 

① 医師を含む専門チームによる地域

医療機関訪問活動の強化を図る。 

  

 

 

 イ 地域の関係医療機関への訪問活動の充実 

 

  ① 新規開業，外科，放射線治療，腎臓内科など目的別に医 

師，看護師，診療放射線技師等がチームを編成し，地域医 

療機関への訪問活動を行った。この取組の結果，紹介患者 

数の増加，紹介率の向上につながった。 

 

 【参考】 

 平成 26 年度 平成 27 年度 

紹介患者数  9,469 人 9,952 人 

紹介率 53.3％ 56.4％ 
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第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

６ 戦略的な広報と分かりやすい情報の提供 

 ⑵ 医療の質や経営に関する指標の活用 

 

           

中期目標 ⑵ 医療の質や経営に関する指標について，正確で分かりやすい情報を提供すること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

⑵ 医療の質や経営に関する指標を用い，

実績や目標達成度等について分析すると

ともに，その結果について市民に対して

正確で分かりやすい情報発信を行う。 

⑵ 医療の質や経営に関する指標の活用 

① ＢＳＣ（バランススコアカード）の

視点を取り入れた独自の臨床指標の

設定・分析に取り組み，公表する。 

 

 

 

② 病院経営に関する情報等について，

正確で分かりやすい情報発信に努め

る。 

⑵ 医療の質や経営に関する指標の活用 

 ① 市立病院独自の臨床指標（クリニカルインディケーター） 

１０分野４１項目の実績を診療概要及びホームページにお 

いて公表した。 

また，指標項目を見直し，バランススコアカードの視点を

取り入れて１３分野４７項目に整理し，改善活動を行った。 

 

 ② 前年度の決算，事業報告等の病院経営に直結する情報をホ

ームページ上で公開しているほか，毎月の法人の稼働状況に

ついて，理事会での報告・議論をホームページ上で公開し，

市民に対する情報発信に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ｂ 
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第５ 財務内容の改善に関する事項 

１ 経営機能の強化 

 

           

中期目標 診療報酬の改定や患者の動向を見極め，迅速に情報の収集及び分析をしたうえで，対応策を立案し，的確な対応を行うこと。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

病院経営や医療事務に精通した人材を確

保・育成するとともに，外部の専門的知見

やノウハウ等を積極的に活用することによ

り，法人の経営機能を強化し，医療制度改

革や患者動向及び京都府が策定する地域医

療ビジョンを見極めた的確な対応を行う。 

 

ア 病院経営や医療事務に精通した人材の

確保・育成 

① 地方独立行政法人の利点を活かし，

病院経営や医療事務に精通した職員の

確保を図る。 

 

② 診療情報管理士等各資格取得の積極

的奨励，研修会への参加等により，事

務職員の育成を行う。 

 

③ 実践的な研修の推進等により，職員

の事務能力の向上を図る。 

 

 

イ 経営機能強化のための情報の積極的な

収集及び戦略的な分析の実施 

① 地域医療構想ガイドラインを踏まえ

た病棟の編成及び各種病床データの活

用等による病棟運用体制の継続的な検

討を行う。 

 

② 財務会計システムの更新により，決

算事務能力の向上を図る。 

 

③ 株式会社ＳＰＣ京都（以下「ＳＰＣ」

という。）の専門的知見を積極的に活用

する。 

 

④ 平成２８年４月の診療報酬改定に対

応するため，早期からの情報収集及び

対応を行う。 

 

 

ア 病院経営や医療事務に精通した人材の確保・育成 

 

① 民間病院等で培われた経験を生かし即戦力として活躍で

きる人材を採用した。 

 

 

 ② 医療制度や病院経営，医療事務に関する研修等に事務職員

を積極的に派遣し，医療事務のスキル向上を図った。 

 

 

 ③ 全職員を対象に，個人情報保護や暴言暴力への対応，お客

様への接遇等の研修を行った。また，法人採用事務職員等を

対象とした研修計画の検討を進めた。  

 

イ 経営機能強化のための情報の積極定な収集及び戦力的な分 

析の実施 

① 京都府の地域医療構想の動向を注視し，情報収集及び情報

の共有に努めた。 

 

 

 

 ② 財務会計システムの２８年度の更新・稼働に向けて，シス

テムの業者選定，準備作業を行った。 

 

 ③ 経営企画会議等において，ＳＰＣから，随時経営指標のデ

ータ分析，企画提案を受けた。 

 

 

 ④ 平成２８年度診療報酬改定に向けて国の検討資料等を入

手するとともに関係機関の研修会等に参加して研究を重ね，

施設基準等について対応策を検討した。  

 Ｂ 
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第５ 財務内容の改善に関する事項 

２ 収益的収支の向上  

 ⑴ 医業収益の確保と費用の効率化 

 

           

中期目標 
⑴ 病床利用率の向上や適正な診療収入の確保，未収金の発生防止に努め，収益確保を図ること。また，人件費比率の目標管理，診療材料等の調達コストの縮減，後発医薬品の使

用促進など費用の効率化を図ること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

 

 

 

 

⑴ 関係部署による連携の下，病床利用率 

等の評価指標の情報共有を促進し，的確な分析

を行うとともに，患者入退院情報を一元的に集

約し病床管理機能を強化することで効率的・効

果的な病床運営を図る。また，マニュアルに基

づいた未収金対策を徹底する等の取組により，

安定した医業収益の確保を図る。 

  人件費比率の目標管理や民間のノウハウ活 

用による診療材料費の節減，後発医薬品の更な 

る使用促進等を図ることにより，費用の効率化 

に努める。 

また，部門別収支の管理・分析に努め， 

的確な経営分析に努めるなど，健全な収支構造

の確保を図る。 

市立病院については単年度黒字を維持し，京

北病院については単年度黒字化を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 医業収益の確保と費用の効率化 

ア 効率的な病床利用による安定した医業収益

の確保 

① 多職種連携の下，病床利用率等の評価指標

の情報共有・分析を推進するなどにより，平

均在院日数の短縮を図る。 

 

 

 

 

 

 

② 救急・緊急入院の迅速な決定等，効率的・

効果的な病床運営を可能とする病棟運営管

理部門の設置に向けた検討を行う。 

 

  

③ 病病・病診連携の推進により，紹介患者の

増加を図るとともに，入退院を円滑にするた

めのクリニカルパスを整備し，活用する。 

 

 

④ 地域の関係機関との連携を強化すること

により，迅速・丁寧な転退院に係る調整を行

う。 

 

 

 

 

 

 

イ 的確な経営分析と医業収益確保のための取

組の推進 

① 収益向上のための戦略的な経営分析を行

う。 

 

 

平成２７年度経常収支は，法人，市立病院，京北病

院とも赤字（法人６９６百万円（市立病院６１９百万

円，京北病院７７百万円）となった。 

 

⑴ 医業収益の確保と費用の効率化 

ア 効率的な病床利用による安定した医業収益の

確保 

① 市立病院では，毎週の診療管理委員会や経営

企画会議において，診療科，病棟別の病床利用

率等を情報共有し，平均在院日数は，平成２６

年度の１２．２日から１１．５日に短縮した。 

  京北病院では，毎週の企画会議において病床

利用率等の情報共有・分析を行うなど取り組ん

だものの，平成２６年度の１７．１日から１８．

５日へ長期化した。 

 

② 新たに導入した総合情報システムを活用し

て，患者の入退院やベッドの空き状況に係る情

報を共有することで，救急・ＩＣＵ・病棟間で

効率的な病床運営に努めた。 

 

③ 総合情報システムの更新とともに，症例・術

式に合わせたクリニカルパスを見直し，充実さ

せ，ＤＰＣに合わせた入院期間の短縮に取り組

んだ。 

 

 ④ 市立病院では，病院の実務者会議，地域ケア

会議，中京区在宅医療連携を考えるワークショ

ップ等に出席するとともに，個々の事例でのカ

ンファレンスにより，関係強化に努めた。 

     京北病院においても，いきいき京北地域ケア

協議会や関係機関との会議，カンファレンス等

に参加し，関係強化に努め，丁寧な転退院調整

を行った。 

 

イ 的確な経営分析と医業収益確保のための取組

の推進 

① ＳＰＣの経営支援等を活用して，経営指標の

推移を的確に把握し，これをもとに医療環境の

変化等を勘案して戦略的な情報分析と方針検

討を行った。その内容を全職種・全部署の幹部

 Ｂ 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連する数値目標】 

（市立病院） 

項  目 第 1期計画目標 第 2期計画目標 

一般病床利用率 91.1％ 93.0％ 

平均在院日数 ― 10.5 日 

入院診療報酬単価 51,310 円 68,092 円 

外来診療報酬単価 10,408 円 15,500 円 

経常収支比率 ― 103.6％ 

医業収支比率 ― 95.0％ 

人件費比率 

（対医業収益） 
― 50.4% 

材料費比率 

（対医業収益） 
 ― 24.8% 

（注）一般病床利用率は，結核病床及び感染症病

床を含まない数値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 部門別収支の管理・分析手法について，

対象部署や活用方法，算出方法等の詳細検

討を行う。 

 

③ 未収金対策については，未収金の発生予

防に重点を置いた対策を実施するととも

に，訪問回収を積極的に実施する。 

 

 

ウ  費用の効率化 

① ＳＰＣとの連携に基づき，診療材料費や

医薬品等の価格引下げや病院在庫の縮減等

を推進することにより，材料費の節減を図

る。 

  

 

② 後発医薬品への切替えを積極的に推進す

ることにより，後発医薬品の使用率を向上

させる。 

 

【関連する数値目標】 

（市立病院） 

数値目標 平成 27 年度目標 

一般病床利用率 92.0％ 

平均在院日数  11.3 日 

入院診療報酬単価 60,652 円 

外来診療報酬単価 13,500 円 

経常収支比率 100.1% 

医業収支比率 89.0％ 

人件費比率 

（対医業収益） 
53.9％ 

材料費比率 

（対医業収益） 
 24.4％ 

（注）一般病床利用率は，結核病床を含まない数値 

 

職員に定例的に伝えるとともに，理事長からの

具体的対策をその都度伝えた。特に，医師に対

しては，週間の稼働情報とこれに対応した院長

の業務指示を医局内に掲示するとともに，総合

情報システムを活用し医師全員に対して発信

し，経営情報共有と指示伝達について更に徹底

した取組を進めた。 

 

 

 ② 総合情報システムの更新に伴い，部門別収支

計算の導入に取り組み，２８年度からの実践に

向けた準備を行った。  

 

 ③ 未収金対策については，区役所への国保加入

代理申請や高額療養費代理申請などを実施する

とともに，未収金リストを活用し，直接訪問等

による回収を行った。 

 

ウ 費用の効率化 

① ＳＰＣによるベンチマーク分析等に基づき，

医薬品の対薬価値引き目標や診療材料の価格削

減目標を掲げ，品目の切替えや集約等の取組を

進めた。その結果，対薬価値引率は，１６．６

２％となった。 

 

② 後発医薬品への切替えを進めた。 

 ○後発医薬品使用率８０％（２６年度７２％） 

 

 

【数値目標に対する実績】 

（市立病院） 

項 目 平成 26 年度 平成 27 年度 

一般病床利用率 
88.0％ 

（91.1％） 

84.3％ 

（92.0％） 

平均在院日数 
12.2 日 

（ － ） 

11.5 日 

（11.3 日） 

入院診療報酬 

単価 

57,207 円 

（58,170 円） 

60,170 円 

（60,652 円） 

外来診療報酬 

単価 

13,038 円 

（12,437 円） 

13,726 円 

（13,500 円） 

経常収支比率 
100.8％ 

（ － ） 

96.5％ 

（100.1％） 

医業収支比率 
92.1% 

（ － ） 

88.2％ 

（89.0％） 

人件費比率 

（対医業収益） 

55.2％ 

（ － ） 

59.1％ 

（53.9％） 

材料費比率 

（対医業収益） 

23.5％ 

（ － ） 

 26.3％ 

（24.4％） 

※（ ）内は年度目標 

（注）一般病床利用率は，結核病床を含まない数値 
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（京北病院） 

項  目 第 1期計画目標 第 2期計画目標 

一般病床利用率 71.1％ 71.1％ 

入院診療報酬単価 27,350 円 29,361 円 

外来診療報酬単価 5,590 円 5,900 円 

京北介護老人 

保健施設稼働率 
89.7％ 91.7％ 

経常収支比率 ― 103.0％ 

医業・介護収支比率 ― 79.5％ 

人件費比率 

（対医業・介護収益） 
― 77.8％ 

材料費比率 

（対医業・介護収益） 
― 8.7％ 

   

 

（京北病院） 

数値目標 平成 27 年度目標 

一般病床利用率 71.1％ 

入院診療報酬単価 29,361 円 

外来診療報酬単価 5,900 円 

京北介護老人 

保健施設稼働率 
91.7％ 

経常収支比率 101.0％ 

医業・介護収支比率 78.5％ 

人 件 費 比 率  

（対医業・介護収益） 
76.5％ 

材 料 費 比 率  

（対医業・介護収益） 
8.8％ 

 

 

（京北病院） 

項目 平成 26 年度 平成 27 年度 

一般病床利用率 
71.6％ 

（71.1％） 

71.2％ 

（71.1％） 

入院診療報酬 

単価 

27,743 円 

（29,309 円） 

27,294 円 

（29,361 円） 

外来診療報酬 

単価 

5,841 円 

（5,767 円） 

6,398 円 

（5,900 円） 

京北介護老人 

保健施設稼働率 

87.4％ 

（89.7％） 

91.2％ 

（91.7％） 

経常収支比率 
98.0％ 

       

92.2％ 

（101.0％） 

医業・介護収支

比率 

78.5％ 

（ － ） 

73.8％ 

（78.5％） 

人件費比率（対

医業・介護収益） 

82.1％ 

（ － ） 

91.3％ 

（76.5％） 

材料費比率（対

医業・介護収益） 

9.5％ 

（ － ） 

8.7％ 

（8.8％） 

 

【参考】未収金額 

 ＜市立病院＞         （千円） 

項目 平成 26 年度 平成 27 年度 

入院 10,690 千円 7,992 千円 

外来 2,100 千円 1,280 千円 

合計 12,790 千円 9,272 千円 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜京北病院＞         （千円） 

項目 平成 26 年度 平成 27 年度 

入院 758 千円 1,149 千円 

外来 381 千円 1,181 千円 

合計 1,139 千円 2,330 千円 
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第５ 財務内容の改善に関する事項 

２ 収益的収支の向上  

 ⑵ 運営費交付金 

 

           

中期目標 
⑵ 自治体病院として担うべき政策医療の分野において，十分な努力を行ってもなお診療収入をもって充てることができない経費は，一般会計からの運営費交付金として市民

の負担により賄われていることを十分認識したうえで，適切な運営費交付金を中期計画に計上するとともに，病院事業全体として効率的経営，収益的収支の向上に努め，自

立した運営を図ること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

⑵ 政策医療を着実に実施する一方，それ 

らに係る経費の節減にも努め，運営費交 

付金については，地方独立行政法人法の 

趣旨に基づき適切な金額を受け入れる。 

  市立病院においては，高度医療の収益 

性向上により運営費交付金の縮減に努め

るとともに，京北病院においては，へき

地医療の安定的な提供に留意する。 

  建設改良費及び長期借入金等元利償還 

金に充当する運営費交付金については，

経常費助成のための運営費交付金とす

る。 

 

 

⑵ 運営費交付金 

運営費交付金については，地方独立行

政法人法の趣旨に基づき適切な金額を受

け入れる。 

 

 

⑵ 運営費交付金 

  政策医療を着実に実施する一方，それらに係る経費の削減に

努め，不採算となる金額を地方公営企業繰出金に関する基準に

準じて運営費交付金として受け入れた。 

 Ａ 
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第５ 財務内容の改善に関する事項 

３ 安定した資金収支，資産の有効活用 

 

           

中期目標 計画的な資金管理，資産の有効活用に努めること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

医療機器などの設備投資及び更新につい

ては，目的，稼働目標，費用対効果及び使

用年数等を考慮に入れた計画に基づいて実

施する。また，活用状況を定期的に検証す

ることにより，資産の遊休化を回避し，効

率的かつ効果的な病院運営に努める。 

 

ア 医療機器の計画的な導入・更新 

① 医療機器（新規導入・既存）につい

ては，稼働目標，使用年数等を踏まえ

た費用対効果を明確化し，評価・運用

するとともに，効率的な整備・更新を

図る。 

 

イ 資産の活用状況の定期的な調査・検証 

 

ア 医療機器の計画的な導入・更新 

① 医療機器管理委員会（年４回開催）において，医療機器整

備計画を策定・更新し，優先度（緊急度・必要度）が高いも

のから，機器整備を図り，整備計画で検討された４２件（２

１１百万円）について整備した。 

 

 

イ 高額な医療機器については，関連する業務委員会で定期的に

稼働状況をチェックした。今後は，ＳＰＣとも連携しながら組

織的な検証・評価手法を確立し，資産の更なる有効活用に取り

組む。 

 

 Ｂ 
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第６ その他業務運営に関する重要事項 

１ 市立病院整備運営事業におけるＰＦＩ手法の活用 

 ⑴ 法人とＳＰＣのパートナーシップの推進 

 

           

中期目標 
 

⑴ 事業を受託した株式会社ＳＰＣ京都の総合的なマネジメントを活用して効率的な病院運営を推進し，患者サービスの向上を図ること。 

 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

⑴ ＰＦＩ事業の推進に当たっては，事業 

を受託した株式会社ＳＰＣ京都（以下「Ｓ 

ＰＣ」という。）とのパートナーシップを

一層深め，綿密な情報共有等により法人

とＳＰＣによる一体的な業務運営を図る

ことで，ＳＰＣのノウハウの更なる活用

を図り，効率的な病院運営及び患者サー

ビスの向上に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 法人とＳＰＣのパートナーシップの推 

 進 

① 法人及びＳＰＣ間において，情報共

有を推進する。 

 

 

 

 

 

② 各部門において，ＳＰＣ及び協力関

係企業との日常的な意見交換を積極的

に推進することにより，効率的な病院

運営及び患者サービスの向上を図る。 

 

 

⑴ 法人とＳＰＣのパートナーシップの推進 

 

① ＰＦＩ事業の各業務に係る市立病院からの評価と，ＳＰＣ 

による自己評価について，毎月モニタリング委員会で確認を 

行った。また，ＳＰＣとの定期的な協議の場である毎月のＰ 

ＦＩ業務改善会議において，モニタリング委員会等で課題と 

して上がった事象について，協力企業への指導状況，改善に 

向けた取組の進捗確認を行った。 

 

② 病院各部門とＳＰＣの各業務マネージャーとの日常的な 

意見交換等に基づき，効率的な病院運営と患者サービスの向 

 上を図った。 

 

 

 

 

 Ｂ 
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第６ その他業務運営に関する重要事項 

１ 市立病院整備運営事業におけるＰＦＩ手法の活用 

 ⑵ ＰＦＩ事業における改善行動の実践及び検証 

 

          

中期目標 ⑵ 長期包括的に委託した事業形態を重視し，実施事業の点検と評価を的確に行うこと。 

   

          

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

⑵ ＳＰＣによる自己点検と法人によるモ 

ニタリングの両輪により，また，法人と

ＳＰＣの十分な情報共有を図ることで，

短期的及び長期的観点から，実施事業の

的確な点検と評価，必要な改善行動に取

り組む。 

 

⑵ ＰＦＩ事業における改善行動の実践及 

び検証 

包括的委託・性能発注というＰＦＩ事

業の特徴を踏まえた効果的なモニタリン

グ評価及びそれに伴う改善行動におい

て，ＰＦＩ契約の枠組みの中で，ＳＰＣ

とともに，提供サービスの品質向上を追

求する。 

 

⑵ ＳＰＣによる業務運営において発生している課題で解消で

きないものについては，効果的なモニタリング手法の構築及び

運営業務の契約内容見直しを含めて検討を進めた。 

 Ｂ 
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第６ その他業務運営に関する重要事項 

２ 関係機関との連携 

 ⑴ 医療・保健・福祉の分野における関係機関との連携 

 

           

中期目標 ⑴ 保健福祉行政の実施に協力すること。 
   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

⑴ 健康教室や栄養指導等を引き続き実施 

し，市民の健康づくり活動を推進すると

ともに，京都市をはじめとした関係機関

と連携を図り，認知症や虐待，自殺予防

等の社会・医療問題に適切に対応する。  

  また，医療・保健・福祉制度等の多様 

な相談に的確に対応し，市民の健康を守

り支える役割を担う京都市との連携を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 医療・保健・福祉の分野における関係 

機関との連携 

ア 市民の健康づくり活動の推進 

① 地域に出向いて出前講座等を実施

するなど，市民を対象とした栄養指

導，健康教室等の更なる充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 市立病院において，京都市スマイ

ルママ・ホッと事業の協力機関とし

て，産後ケア事業において，母子の

支援を行う。 

 

イ 社会・医療に係る問題に対する関係 

機関との連携 

① 保健・医療・福祉制度等の多様な

相談に対して，関係機関との連携を

含むきめ細やかな対応を行える体

制を引き続き整備する。 

 

 

 

 

 

 

② 認知症，虐待，自殺予防等の社会・

医療問題に対して，京都市をはじめ

とした関係機関と密接な連携を図

り，的確な対応を行う。 

 

 

 

 

⑴ 医療・保健・福祉の分野における関係機関との連携 

 

 ア 市民の健康づくり活動の推進 

① 市立病院では，市民対象の出前講座を６回実施したほ

か，市民公開講座として禁煙教室等を実施した。 

    京北病院においても，京北出張所と連携した乳がんに関

する市民対象の出前講座を実施した。 

  【参考】市民公開講座 

講座名 平成 26 年度 平成 27 年度 

かがやき 421 人 398 人 

母親教室 308 人 252 人 

糖尿病教室 351 人 345 人 

禁煙教室 169 人 114 人 

② 京都市スマイルママホッと事業については，２件利用が

あった。また，利用者には産後ケア食を提供した。 

  

 

 

イ 社会・医療に係る問題に対する関係機関との連携 

① 地域医療連携室において，保健・医療・福祉制度等の幅

広い相談に対応するとともに，関係機関と連携し，転退院

や在宅復帰に係る支援を行った。また，京都市立鳴滝総合

支援学校の分教室「わかば」との連携や小児病棟への保育

士配置により，患児がスムーズに実生活に戻れるよう支援

している。 

また，子供の闘病意欲を引き出すため，小児病棟へ保育

士を配置するとともに，ボランティアグループの活動（月

２回）を行っている。 

    さらに，必要に応じて，患児を抱えたご家族への育児ア

ドバイスや地域保健センターとの連携を行っている。 

② 京都市長寿すこやかセンターと連携し，全職員を対象と

した認知症サポーター養成講座を実施した。また，看護師

については，認知症サポートナース研修の修了者による研

修報告会を実施し，認知症患者へのケアの向上を図った。 

③ 市立病院院内保育所において，４月から地域枠として地

域児童（定員１５名。平成２８年４月１日現在１５名）の

受入れを開始した。 

  また，１０月からは病児・病後児保育（京都市委託事業）

を開始した（定員３名。平成２７年度延べ７６名利用）。 

 Ａ 

 

 

 



55 

 

第６ その他業務運営に関する重要事項 

２ 関係機関との連携 

 ⑵ 京都市，京都府，大学病院その他医療機関との連携 

 

          

中期目標 ⑵  健康危機事案，地域保健の推進，救急搬送を担う京都市等の公的機関との連携を図ること。 

   

          

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

⑵ 市民の健康を脅かす事案発生時には， 

京都市等の関係機関と連携を図り迅速か

つ的確に対応することで，市内において

中核的な役割を担う。 

  地域保健の推進に当たっては，国の政 

策や京都府保健医療計画，地域医療ビジ

ョンを踏まえ京都市と連携し，迅速かつ

柔軟な病院運営を行う。 

  また，京都市消防局が救急救助活動時 

に用いる大型救急車等を配備する用地を

市立病院敷地内に確保することで，事

故・救急対応に係る連携の強化を図る。 

  その他，法人のみでは対応が困難な健 

康危機事案や高度な医療の提供について

は，大学病院その他の医療機関，京都市

及び京都府との連携を図る。 

 

 

⑵ 京都市，京都府，大学病院その他医療 

機関との連携 

① 新型感染症等の発生時を想定した対

応力向上のための訓練を実施する等の

取組を通じて，健康危機事案に備える。 

 

② 京都市消防局との連携の下，救急・

災害医療支援センターを活用して救命

救急教育に積極的に関与することで，

事故・救急対策の強化を図る。 

 

③ 地域医療構想ガイドラインを踏まえ

た医療と介護の一体改革に対して，京

都府等と連携し必要な情報を収集する

ことで，迅速かつ柔軟な対応を行う。 

 

④ 法人のみでは対応が困難な案件等に

ついては，大学病院その他の医療機関

と適切に連携を図る。 

 

⑵ 京都市，京都府，大学病院その他医療機関との連携 

 

① 韓国でのＭＥＲＳ発生時には，京都府立医科大学付属病院

と連携し，初期対応・搬送等に係る体制を整えた。 

 

 

 ② 近畿府県合同防災訓練等の院外の訓練に災害派遣医療チ 

ーム（ＤＭＡＴ）が積極的に参加し，他機関との連携強化を 

図るなどＤＭＡＴ活動の充実に努めた。 

 

 

 ③ 地域医療構想については，国や府の検討状況を注視し，情 

報収集を行った。 

 

 

 

 ④ 市立病院においては，専門性の高い医師の応援を得て，困

難な症例に対応したほか，常勤医師がいない診療科について

も大学病院から応援を得て開設している。 

また，京北病院においては，市立病院からの応援医師に加

えて市内主要病院からも応援医師の派遣を受けて，小児科・

整形外科・眼科・泌尿器科の外来を設置し，京北地域の医療

ニーズに応えた。 

   さらに，大規模災害対応訓練の際には，府内の災害拠点病

院等の関係機関と連携のうえ，実践に即した訓練を実施し

た。 

 Ａ 
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第６ その他業務運営に関する重要事項 

２ 関係機関との連携 

 ⑶ 医療専門職の養成事業への積極的な協力 

 

          

中期目標 ⑶ 医療専門職の養成機関による教育に積極的に協力すること。 

   

          

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

⑶ 実習生の受入れなどを通じて，医療専 

門職の養成機関による教育に積極的に協

力することで，京都市における優秀な医

療従事者の育成を図る。 

  とりわけ，看護師については，市立病 

院に隣接する京都看護大学とも臨床と教

育の現場において連携協力し，質の高い

看護師の養成に寄与する。 

 

⑶ 医療専門職の養成事業への積極的な協 

 力 

① 医療専門職養成機関からの実習生に

ついて積極的な受入れを行う。 

 

 

② 実習指導者の充実等により効果的な

看護実習の場を提供することで，質の

高い看護師の養成に寄与し，京都看護

大学とも連携・協力を進める。 

 

⑶ 医療専門職の養成事業への積極的な協力 

 

① 京都大学及び京都府立医科大学からの臨床実習生をはじ

めとして，京都市内外からも看護師や助産師等の臨床実習生 

を受け入れた。 

 

 ② 看護師実習については，実習指導者の充実や看護師養成機

関との連携を図り，質の高い看護師の養成に寄与した。また，

京都看護大学と京都市の連携協力協議にも参加し，看護大学

との連携・協力を進めた。 

 

 【参考】看護実習生受入れ実績 

  ○ 市立病院 ８校４６４名（２６年度 ７校５９４名） 

  ○ 京北病院 １校  ６名（２６年度 １校６名） 

  ○ 京北病院訪問看護 １校８名（２６年度 １校８名） 

このほか，ふれあい看護体験に高校生２名，チャレンジ

体験に中学生２名の受入れを行った。 

 Ａ 
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第６ その他業務運営に関する重要事項 

３ 地球環境に配慮した持続可能な発展への貢献 

 

           

中期目標 地球温暖化防止のために必要な措置を講じるとともに，他の者が実施する地球温暖化対策に協力すること。 

   

           

中期計画 年度計画 
法人の自己評価 委員会の評価 

業務の実績状況等及び評価の判断基準 ウェイト 評価 ウェイト 評価 評価の判断理由，コメント等 

 事業系廃棄物の分別適正化と排出量減量

及び省資源・省エネルギーの更なる推進を

図ることで，持続可能な発展への貢献を果

たす。 

 温室効果ガスについては，環境マネジメ

ントシステムを適切に運用することで，京

都市地球温暖化対策条例を遵守し，排出量

の抑制を図る。 

ア 事業系廃棄物の分別適正化及び省資

源・省エネルギーの更なる推進 

① 感染性廃棄物の分別の徹底により，

感染性廃棄物の削減を図る。 

 

② 医薬品医療物品の梱包等においてリ

サイクルの取組を推進することによ

り，古紙再生量の増加を図る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

イ 環境マネジメントシステムの運用によ

る温室効果ガス排出量の削減 

①  市立病院において京都市地球温暖化

対策条例に基づく環境マネジメントシ

ステムを運用するに当たり，第三者評

価の認証取得を目指す。 

 

ア 事業系廃棄物の分別適正化及び省資源・省エネルギーの更な 

る推進 

① 感染性廃棄物の分別の徹底は進んでおり，排出量削減を図

った。 

 

 ② 古紙リサイクルの取組を院内全体に周知し，回収に必要な

容器を備える等，各部署での取組を進めた。 

 

 【参考】事業系廃棄物排出量及びエネルギー使用量 

 平成 26 年度 平成 27 年度 

事業系廃棄物

排出量 

292t 

（－） 

286t 

（300t） 

エネルギー 

使用量 

150,068GJ 

（－） 

147,603GJ 

（150,000GJ） 

※（ ）内は年度目標 

 

イ 環境マネジメントシステムの運用による温室効果ガス排出

量の削減 

① 環境マネジメントシステムの運用に向けワーキンググル

ープを立ち上げ，実態の把握や活動項目の設定を行い，万全

の準備を整えた。 

 Ｂ 
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第７ 予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画 

 ※ 財務諸表及び決算報告書を参照 

 

第８ 短期借入金の限度額 

中期計画 年度計画 実績 

１ 限度額 

３，０００，０００千円 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等，偶発

的な出費への対応 

１ 限度額 

３，０００，０００千円 

 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等，偶発

的な出費への対応 

短期の借入れは行わなかった。 

 

 

 

第９ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

中期計画 年度計画 実績 

なし なし 該当なし 

 

 

第１０ 余剰金の使途 

中期計画 年度計画 実績 

病院施設の整備，医療機器等の購入，人材育成及び能力

開発の充実等に充てる。 

病院施設の整備，医療機器等の購入，人材育成及び能力

開発の充実等に充てる。 

平成２７年度は，余剰金は発生しなかった。 

 

 

第１１ 料金に関する事項 

中期計画 年度計画 実績 

１ 料金は，次に掲げる額とする。 

 ⑴ 健康保険法，高齢者の医療の確保に関する法律及び

介護保険法に規定する算定方法により算定した額（消

費税法に規定する課税資産の譲渡等に当たる場合にあ

っては，その額に消費税及び地方消費税に相当する額

を加えた額） 

 

 ⑵ 前号の規定により難いものについては，別に定める  

  額 

 

２ 料金の減免 

  理事長は，特別の理由があると認めるときは，料金を

減額し，又は免除することができる。 

法人の規程等で定める各種料金について，医療制度等の

動向を見定め，適切に設定し，運用する。 

 

１ 料金 

⑴ 健康保険法等に定める法定の料金については，適切

に運用した。 

また，平成２８年度診療報酬改定に伴う選定療養費

の料金改定については，充分な周知期間を設けたうえ

で，院内掲示やホームページ掲載等の方法により周知

を図り，改定に備えた。 

 ⑵ 個室専用料や人間ドック利用料等については，法人

の規程に則り運用した。 

 

２ 料金の減免 

生活困窮のため料金の支払が困難と認められるときな

どは，法人の規程に則り，料金の減額・免除を適用した。 
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第１２ 地方独立行政法人京都市立病院機構の業務運営等に関する規則で定める業務運営に関する事項 

中期計画 年度計画 実績 

１ 施設及び設備に関する計画 

施設及び設備の内容 予 定 額 財 源 

病院施設，医療機器

等整備 
総額 3,205 百万円 

京都市からの

長期借入金等 

 

２ 人事に関する計画 

  医療需要の動向や経営状況の変化に迅速かつ的確に対

応することができるよう，組織及び職員配置の在り方を

常に検証し，必要に応じて弾力的な見直しを行う。 

 

１ 施設及び設備に関する計画 

施設及び設備の内容 予 定 額 財 源 

病院施設，医療機器

等整備 
総額 1,773 百万円 

京都市からの

長期借入金等 

 

２ 人事に関する計画 

医療需要の動向や経営状況の変化に迅速かつ的確に対

応することができるよう，組織及び職員配置の在り方を

常に検証し，必要に応じて弾力的な見直しを行う。 

 

１ 施設及び設備に関する計画 

施設及び設備の内容 決 算 額 財 源 

病院施設，医療機器

等整備 
総額 1,603 百万円 

京都市からの

長期借入金等 

 

２ 人事に関する計画 

  より円滑な業務の遂行のため，以下の点について，組 

織の見直し等を行った。 

 ○ ４月及び１０月に，副統括診療部長を１名ずつ増員

し，３名体制とした。 

○ ８月に，消化器外科部長の配置及び緩和ケア科部長

の専従配置を行ったほか，１０月には，小児血液部長

の及び整形外科人工関節部長を新設し，医療機能の強

化を図った。 

○ 京北病院でも常勤医師３名体制から５名体制に拡充

した。 

○ 市立病院の整備運営事業の完了に伴い，病院の施設

運営管理を一元化するため，市立病院の事務局に管理

運営課を新設した。 

 

 


